
市民生活部 

地域づくり推進課 

 

１ 業務内容（令和 7年 3月 31 日現在） 

(1) 地域コミュニティに係る企画立案及び支援に関すること。 

(2) 地域担当による地域コミュニティの運営に関する包括的な支援に関すること。 

(3) 三田市協働のまちづくり基本指針の推進に関すること。 

(4) 住民自治組織の法人化に関すること。 

(5) コミュニティセンターの維持管理及び連絡調整に関すること。 

(6) 市民センター(有馬富士共生センター、高平ふるさと交流センター、ふれあいと創造の里及

びまちづくり協働センターを含む。)との連絡調整に関すること。 

(7) 市民活動推進プラザの管理及び運営に関すること。 

(8) 区・自治会連合会に関すること。 

(9) 連合婦人会に関すること。 

(10) 三田市家族の日に関すること。 

(11) 三田まつりに関すること。（令和 7年度から産業政策課へ移管） 

(12) 部の庶務及び総合調整に関すること。 

 

２ 地域活性化支援事業 

 (1) ふるさと地域交付金 

  ア 趣旨 

協働のまちづくりの実現に向け、地域づくりに関わる多様な主体が連携・協力しながら、

地域の課題解決に向けた自主的かつ主体的な活動を継続的に展開していくための財政的支

援として創設。 

  イ 交付対象団体と交付上限額 

   (ｱ) 地域づくり全般にわたる自主的で主体的な活動を継続的に行う団体で、概ね小学校区

程度の区域を活動基盤とし、自治区・自治会を含む多様な団体等で構成されている団体（地

域活性化支援：上限額 2,000 千円） 

   (ｲ) 上記に該当する組織づくりをめざす団体（組織づくり支援：上限額 500 千円）等 

  ウ 交付対象事業 

    防災防犯事業、地域福祉の推進事業、地域交流・多世代交流事業、地域活性化のための調

査研究事業などのソフト事業に加え、地域活性化支援のみ事務局経費（事務局人件費及び拠

点整備にかかる経費）についても対象としている。 

  エ 令和 6年度交付実績額（19 団体 33,299,340 円） 

 団体名  実施額 支援メニュー 

三田地区まちづくり協議会 1,648,811 円 地域活性化支援 

三輪小学校区まちづくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

松が丘小学校区まちづくり協議会 1,966,732 円 地域活性化支援 

志手原校区地域づくり協議会 1,995,000 円 地域活性化支援 

母永『宝と夢』の里づくり協議会 1,632,571 円 地域活性化支援 



高平郷づくり協議会 2,352,000 円 地域活性化支援 

元気な広野をつくる会 2,000,000 円 地域活性化支援 

本庄まちづくり協議会 1,251,473 円 地域活性化支援 

藍小学校区まちづくり協議会 134,771 円 地域活性化支援 

つつじが丘小学校区街づくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

武庫小校区まちづくり連絡協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

狭間が丘地域事業推進協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

弥生まちづくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

富士小校区まちづくり推進協議会 1,806,519 円 地域活性化支援 

けやき台地区まちづくり協議会 1,954,613 円 地域活性化支援 

すずかけ台まちづくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

ゆりのき台地域活動協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

学園小学校区まちづくり連絡会 556,850 円 地域活性化支援 

合 計 33,299,340 円  

(2) 地域計画策定等支援事業 

   地域目標となるまちの将来像を住民で共有し、地域課題の可視化や住民による解決に向け

ての取り組みなどを長期的視点でまとめた計画（地域計画）の策定に取り組むまちづくり協

議会等を支援することにより、住民主体のまちづくりの推進を図る。 

    

３ コミュニティ意識の啓発 

(1) 加入促進チラシ「三田市区・自治会連合会だより」の配布（市内全戸配布） 

(2) 加入促進パンフレット「みんなで自治会」の配布 

  （転入者グッズに同封、兵庫県宅地建物取引業協会三田・丹波支部に配布） 

 

４ 住民自治組織の育成、活動の活性化 

(1) 三田市区・自治会連合会加入自治会等の組織状況（令和 6年 4 月 1日現在） 

ア 組 織 数  177 団体 

イ 加入世帯数  29,991 世帯 

ウ 加入率   63.59％ 

(2) 自治会活動振興補助事業 

自治会活動に必要な設備備品購入に助成（令和 6年度補助件数 11件 1,228,000 円） 

【補助基準表】 

自治会の規模（世帯数） 補助率 補助限度額 

世帯数が 100 世帯未満 

1/2 

10 万円 

〃 100 世帯以上  300 世帯未満 15 万円 

〃 300 世帯以上  500 世帯未満 20 万円 

〃 500 世帯以上 1,000 世帯未満 25 万円 

〃 1,000 世帯以上 30 万円 



(3) 地縁による団体の法人認可及び証明事務 

地方自治法第 260 条の 2の規定に基づく自治会等の法人認可業務 

ア 令和 6年度新規認可団体数    2 団体 

イ 現在の認可地縁団体総数    58 団体（令和 7年 3月 31 日現在）  

(4) 行政事務委託事業 

ア 委 託 先  三田市区・自治会連合会 

イ 委託事務 

(ｱ) 市が発行する各種文書等の配布又は回覧に関すること。 

(ｲ) 街路灯の管理協力に関すること。 

(ｳ) 地域の緑化、美化及び衛生に関すること。 

(ｴ) 地域防災計画に基づく災害時の通報等に関すること。 

(ｵ) 各種調査員、委員等の推薦に関すること。 

(ｶ) その他公共の福祉を増進する事務に関すること。 

ウ 委 託 料 

均等割額 40,000 円 世帯割額 400 円×世帯数 合計 24,746,400 円 

 

５ コミュニティ施設の整備 

(1) 地域集会所整備事業補助金の交付 

区・自治会集会所の新築、増改築、修繕等経費の一部を助成する。 

令和 6年度補助件数 2件  補助金額 8,050,000 円 

【補助基準表】 

区  分 補助対象経費 補 助 率 補助限度額 

新築に係る事業 建築費 

30% 

700 万円 

施設買収に係る事業 買収費 700 万円 

解体撤去に係る事業 解体撤去費 700 万円 

増築に係る事業 建築費 250 万円 

改築に係る事業 建築費 250 万円 

修繕に係る事業 修繕費 50% 100 万円 

(2) 地域集会所合併処理浄化槽設置事業補助 

区・自治会が所有する集会所の合併処理浄化槽の設置に係る経費の一部を助成する。 

令和 6年度補助件数 0件 

(3) 地域集会所合併処理浄化槽維持管理補助 

区・自治団体が所有する集会所の合併処理浄化槽の維持管理経費の一部を助成する。 

令和 6年度補助件数 11 件  補助金額 799,913 円 

 (4) コミュニティセンター（ハウス）の地元移管 

   令和 6年度の移管はなし 

    

【移管状況】 

移管年度 移管施設 

平成 14 年度 松風コミュニティセンター・山の峰会館 



平成 16 年度 弥生が丘コミュニティセンター 

平成 18 年度 あかしあ台コミュニティハウス 

平成 20 年度 富士が丘コミュニティセンター 

平成 24 年度 すずかけ台コミュニティハウス 

平成 27 年度 けやき台コミュニティハウス 

平成 28 年度 武庫が丘コミュニティセンター 

平成 29 年度 ゆりのき台コミュニティハウス 

 (5) コミュニティ助成事業 

   財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき、自治会活動に

必要な集会所・設備・備品の購入費について、助成を行う。 

令和 6年度助成件数 1件   

・助成事業  … ゆりのき台自治会 2,500 千円（パソコン 6台、プリンター等周辺機器） 

 

６ 各種団体への支援 

 (1) 三田市区・自治会連合会への支援 

三田市区・自治会連合会との連携を図り、住みよいコミュニティづくりを推進するため、そ

の運営に対する補助と事務局機能の支援を行っている。 

ア 会議関係 

(ｱ) 総会             1 回 

(ｲ) 理事会            1 回 

(ｳ) 常任理事会        5 回 

イ 事業関係 

 対象者：各区・自治会役員 

(ｱ) 区長･自治会長研修会 

(ｲ) 地域活動セミナー 

    ウ 県及び阪神地区自治会連合会関係 

(ｱ) 兵庫県連合自治会総会 

(ｲ) 第 55 回兵庫県連合自治会大会 

(ｳ) 阪神地区自治会連合会会長会 

 

７ 市民活動支援 

(1) 情報環境の整備 

  ア 市民活動情報サイト「きっぴ～ねっと」の運営  

市内の市民活動に関する情報を広く発信し、市民活動をさらに活性化することを目的に

開設。 

    ［掲載内容］ 特集記事、活動団体紹介、情報紹介（イベント、募集、お知らせ、活動情

報）、活動支援情報、管理者からのお知らせ等 

    ［閲覧者数］ 63,725 名 

［運  営］ 市民活動推進プラザ（三田市まちづくり協働センター内） 

 



  イ 「市民活動情報掲示板」の運営 

    ［掲示内容］ 市内で活動する市民活動団体が行う公益的な活動などの情報 

    〔運  営〕 市民活動推進プラザ（三田市まちづくり協働センター内）     

［設置場所及び利用状況］ 

設置場所 件数 設置場所 件数 

① JR 三田駅（キッピースクエア） 319 ⑥ 広野市民センター 367 

② JR 新三田駅（駅前広場） 221 ⑦ ふれあいと創造の里 238 

③ さんだ市民センター 261 ⑧ 藍市民センター 269 

④ 有馬富士共生センター 339 ⑨ フラワータウン市民センター 537 

⑤ 高平ふるさと交流センター 227 ⑩ ウッディタウン市民センター 253 

 (2) 市民活動推進プラザの運営 

    ［設置目的］ 市民や市民活動団体が、活動するうえで必要な施策や制度の情報を集約・

整理・提供するほか、市民活動に関する相談や団体間の交流を促進するな

ど市民活動の総合窓口として設置している。 

    ［運営方法］ 委託（一般社団法人アスパラガス） 

    ［所 在 地］ 三田市まちづくり協働センター内 (駅前町 2-1 キッピーモール 6 階) 

    ［開設時間］ 午前 10 時～午後 5時（昼休憩は除く） 

    ［休 所 日］ 水曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

    ［業務内容］ 市民活動情報の収集、整理、提供、組織体制や運営、活動等に関する相談、

団体間の交流、連携の促進 など 

(3) 協働事業提案制度 

   みんなを笑顔にする、困りごとを助ける、地域を元気にする、そんな思いのある皆さんか

らの提案を募集し、活動経費の一部を補助している。 

    [コース]  スタート支援コース：新たな事業を始める（上限 10 万円） 

          ステップアップ支援コース：既存の事業を定着させる（上限 20 万円） 

   令和 6年度実績 申請件数 15 件、採択件数 12 件  補助金額 1,820,000 円 

 

さんだ市民センター 

 

１ さんだ市民センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市さんだ市民センター 

(2) 所 在 地  三田市三田町 22 番 19 号 

(3) 敷地面積  3,497.75 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 3 階建 

(5) 延床面積  2,366.37 ㎡ 

                １階 1,123.00 ㎡ 

        ２階  697.25 ㎡ 

        ３階  493.00 ㎡ 

ＰＨ   53.12 ㎡ 

(6) 開  館  平成 28 年 9月 1 日（建築年 昭和 49年） 



(7) 施設内容 【令和６年４月１日～令和６年４月３０日】 

        (1 階)サービスコーナー・事務室・研修室・工芸科学室・ギャラリー・市民情

報コーナー 

(2 階)会議室・第 1 和室・調理室・サークル室(旧)・小会議室・ギャラリー 

(3 階)講座室・視聴覚室・会議室・美術室 

【令和６年５月１日～令和６年９月１８日】 

        (1 階)サービスコーナー・事務室・大集会場 

(2 階)プレイルーム・２階小会議室２ 

【令和６年９月１９日～令和７年３月３１日】 

        (1 階)サービスコーナー・事務室・大集会場・1 階会議室・創作室・スタディ

ブース・ギャラリー・市民情報コーナー 

(2 階)２階会議室・和室・プレイルーム・調理室・２階小会議室１・２階小会

議室２・ギャラリー 

(3 階)多目的室１・多目的室２・サークル室(新)・３階小会議室 

【令和６年４月１日～令和７年３月３１日】 

     駐車場（収容台数 86 台 うち身体障がい者用 2台） 

        (改修工事中は 50 台程度 うち身体障がい者用 2 台)  

(8) 開館時間  午前 9時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5 時 30 分まで） 

(9) 休 館 日   毎月第 2火曜日(祝日の場合は開館) 

年末年始(12 月 29 日～1月 3 日) 

 

２ 交流促進事業【令和６年度実績】 

事 業 名 事 業 概 要 実 施 日 参加者数 

三田王将杯 

将棋大会 
小学生、中学生、女性を対象に開催 ３月２２日 延べ １１２人 

 

３ 施設利用状況【令和６年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

大集会場 
人 数 21,428 

41.0 ％ 
件 数 567 

研修室 
人 数 432 

24.5 ％ 
件 数 35 

１階会議室 
人 数 3,265 

29.9 ％ 
件 数 244 

工芸科学室 
人 数 106 

13.5 ％ 
件 数 13 

創作室 
人 数 2,070 

17.8 ％ 
件 数 119 

２階会議室 
人 数 4,188 

25.7 ％ 
件 数 200 



第 1和室 
人 数 163 

16.2 ％ 
件 数 27 

和 室 
人 数 560 

9.8 ％ 
件 数 89 

調理室 
人 数 1,415 

10.1 ％ 
件 数 82 

サークル室(旧２階) 
人 数 303 

26.1 ％ 
件 数 37 

小会議室 
人 数 319 

31.9 ％ 
件 数 57 

プレイルーム 
人 数 3,906 

30.0 ％ 
件 数 598 

２階小会議室１ 
人 数 2,089 

33.1 ％ 
件 数 239 

２階小会議室２ 
人 数 4,391 

33.9 ％ 
件 数 548 

講座室 
人 数 328 

17.9 ％ 
件 数 22 

多目的室１ 
人 数 2,484 

22.2 ％ 
件 数 115 

視聴覚室 
人 数 1,077 

45.9 ％ 
件 数 84 

多目的室２ 
人 数 5,591 

41.4 ％ 
件 数 462 

３階会議室 
人 数 271 

17.2  ％ 
件 数 23 

サークル室(新) 
人 数 794 

13.3  ％ 
件 数 113 

美術室 
人 数 109 

11.4 ％ 
件 数 13 

３階小会議室 
人 数 1,082 

16.3 ％ 
件 数 174 

合計 
人 数 56,371 

25.6 ％ 
件 数 3,861 

   ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

  

４ 登録グループ 

令和６年度登録団体数：694 団体（延べ 1,124 人） 

 

 

 



有馬富士共生センター 

 

１ 有馬富士共生センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市有馬富士共生センター 

(2) 所 在 地  三田市尼寺 968 番地 

(3) 敷地面積  4,297.00 ㎡ 

(4) 施設構造  木造平屋建て 鋼板葺・一部瓦葺 

(5) 延床面積  1,299.24 ㎡ 

(6) 開  館  平成 18 年 11月 1 日 

(7) 施設内容  事務室・多目的室・大会議室・小会議室・里山工作室・プレイルーム・実習室・

和室・ギャラリー・リモートワーク＆スタディブース 

(8) 開館時間  午前 9時～午後 10 時(サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで) 

(9) 休 館 日  毎月第 2火曜日（祝日の場合は開館） 

年末年始(12 月 29 日～1月 3日) 

 

２ 交流促進事業【令和６年度実績】 

講 座 名 実施回数 実 施 日 参加者数 

木工教室 7 回 

5/26、7/14、8/18、

9/22、11/17、1/19、

3/16 

74 人 

ドローンフットサル in有馬富士 1 回 6/1 10 人 

ドローンファイトチャレンジカップ in 有

馬富士 
1 回 8/4 25 人 

みんなで歌おう 1 回 8/20、8/22、8/24 10 人 

つながりカフェ（認知症カフェ） 1 回 9/6 25 人 

有馬富士共生センタージョイントフェステ

ィバル 
1 回 10/14 約 400 人 

有馬富士ドローンファイト体験会 5 回 
10/20、11/17、

12/14、2/9、3/23 
50 人 

ミラクル親子パーク 1 回 11/10 約 600 人 

みんなで作って味わって楽しい時間を 

（料理講習） 
1 回 12/18 18 人 

クリスマスをうたおう 1 回 12/14、12/21、12/22 9 人 



小野名物べっぴん味噌教室 4 回 3/2、3/7、3/8、3/9 46 人 

認知症映画上映会 2 回 3/2、3/9 117 人 

 

３ 施設利用状況【令和６年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

多目的 室 
人 数 8,159 

25.2% 
件 数 426 

大会議 室 
人 数 4,693 

22.8% 
件 数 289 

小会議 室 
人 数 3,825 

30.4% 
件 数 473 

里山工作室 
人 数 1,502 

18.2% 
件 数 209 

プレイルーム 
人 数 342 

5.8% 
件 数 56 

実 習 室 
人 数 2,840 

17.1% 
件 数 154 

和 室 
人 数 1,561 

15.6% 
件 数 279 

合 計 
人 数 22,922 

20.1% 
件 数 1,886 

  

  ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

４ 登録グループ 

令和６年度登録団体数：27 団体（延べ 975 人） 

 

 

高平ふるさと交流センター 

 

１ 高平ふるさと交流センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市高平ふるさと交流センター 

(2) 所 在 地  三田市布木 298 番地 

(3) 敷地面積  16,849 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造平屋建て 

(5) 延床面積  2,027 ㎡ 

(6) 開 館  平成 6年 12 月 10 日 



(7) 施設内容   ア 交流学習棟(延床面積 892 ㎡) 

サービスコーナー(平成 7 年 4 月から設置)・音楽交流室・和室・食の交流

室・大会議室・小会議室・談話コーナー・事務室 

イ 体育館(延床面積 1,135 ㎡) 

ウ その他 

グラウンド(3,100 ㎡)・駐車場（39 台、バス 3台） 

(8) 開館時間  午前 9時～午後 10 時 (サービスコーナーは平日の午後 5 時 30 分まで) 

(9) 休 館 日  毎月第 2水曜日(祝日の場合は開館) 

        年末年始（12 月 29 日～1 月 3日） 

 

２ 交流促進事業【令和 6年度実績】 

講 座 名 講 師 名 実施日 参加者数 

子どもそば打ち体

験教室 
高平手打ちそばの会「わかば」 12月8日 17 人 

そば打ち体験講座 高平手打ちそばの会「わかば」 12月9日 7 人 

春休み子どもそば

打ち体験教室 
高平手打ちそばの会「わかば」 3 月 26 日 11 人 

 

３ 施設利用状況【令和 6年度実績】 ※4/1～5/31 の期間は大規模改修工事により貸館は停止 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

体 育 館 
人 数 10,447 

32.0% 
件 数 913 

グラウンド 
人 数 1,184 

5.1% 
件 数 52 

音楽交流室 
人 数 2,387 

16.1% 
件 数 272 

和 室 
人 数 1,916 

8.1% 
件 数 99 

食の交流室 
人 数 645 

6.3% 
件 数 49 

大会議 室 
人 数 3,559 

9.2% 
件 数 101 

小会議 室 
人 数 955 

9.4% 
件 数 91 

合 計 
人 数 21,093 

13.4% 
件 数 1,577 

    ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 



４ 登録グループ 

令和 6年度登録団体数：20 団体（延べ 352 人） 

 

広野市民センター 

 

１ 広野市民センターの概要 

(1)  施 設 名  三田市広野市民センター 

（2） 所 在 地  三田市上井沢 28 番地 1 

(3) 敷地面積  3,919 ㎡ 

（4） 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建 

（5） 延床面積  1,652 ㎡(1 階 967 ㎡、2 階 686 ㎡) 

（6） 開 館  平成 8年 4月 1日 

（7） 施設内容  ア 1 階 

サービスコーナー・事務室・大会議室・和室・調理室・幼児室・談話コー

ナー・図書コーナー 

イ 2 階 

多目的ホール・中会議室・小会議室・創作室・ミーティングルーム他 

ウ 駐車場(収容台数 98台 うち身体障害者用 2台) 

（8） 開館時間  午前 9時～午後 10時 (サービスコーナーは平日の午後 5 時 30 分まで) 

（9） 休 館 日  毎月第 2水曜日(祝日の場合は開館） 

         年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

２ 交流促進事業（共催講座）【令和 6年度実績】 

講座名 実施日 参加者数 

カラフルビーズ盆栽作り １０月３０日 １４名 

 

３ 施設利用状況【令和 6年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

大会議 室 
人 数 9,792 

25.8% 
件 数 459 

和 室 
人 数 4,951 

22.6% 
件 数 506 

調 理 室 
人 数 1,692 

9.4% 
件 数 89 

幼 児 室 
人 数 1,708 

17.1% 
件 数 251 

多目的ホール 
人 数 15,153 

35.0% 
件 数 626 

中会議 室 
人 数 6,945 

26.8% 
件 数 466 



小会議 室 
人 数 4,346 

35.4% 
件 数 638 

創 作 室 
人 数 2,090 

22.7% 
件 数 356 

ミーティングルーム 
人 数 3,960 

32.7% 
件 数 575 

合 計 
人 数 50,637 

25.1% 
件 数 3,966 

    ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

４ 登録グループ 

令和 6年度登録団体数：32 団体（延べ 409 人） 

 

ふれあいと創造の里 

 

１ ふれあいと創造の里の概要 

(1) 施 設 名   三田市ふれあいと創造の里 

(2) 所 在 地   三田市四ツ辻 1129 番地 1 

(3) 敷地面積  36,263 ㎡ 

(4) 施設内容  ア 本庄ふれあいセンター（午前 9 時～午後 10時） 

(ｱ) 施設構 造  鉄骨造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 391 ㎡ 

(ｳ) 開 館  平成 25 年 4 月 2日 

(ｴ) 施設内 容  サービスコーナー、事務室、大会議室・小会議室など 

（サービスコーナーは平日の午後 5時 15分まで） 

         イ トータルライフ向上センター（午前 9時～午後 10 時） 

(ｱ) 施設構 造  木造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 286 ㎡ 

(ｳ) 開 館  昭和 62 年 5 月 13 日 

(ｴ) 施設内 容  創作活動室、加工室 

ウ 勤労者体育センター（午前 9時～午後 9 時） 

(ｱ) 施設構 造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 825 ㎡ 

(ｳ) 開 館  平成元年 9月 1日 

(ｴ) 施設内 容  アリーナ 649 ㎡（バレーボールコート 2面） 

エ ふれあいプール 

(ｱ) 施設構 造  プール管理棟 鉄筋造平屋建て プール FRP 製 

(ｲ) 延べ床面積 383 ㎡（管理棟） 

(ｳ) 開 場  平成 4年 6月 12 日 

(ｴ) 施設内 容  ・変形大プール 水面積 1,000 ㎡ 



(噴水付、水深 90 ㎝・70 ㎝） 

・幼児プール 水面積 160 ㎡ 

(人工滝、水深 0㎝～40㎝） 

・管理室・更衣室・ロッカー室 

(ｵ) 開場期 間 7 月 15 日～8月 31 日まで。開場期間中は無休 

(ｶ) 開場時 間 午前 10 時～午後 5時 

オ 多目的グラウンド（午前 9時～午後 5時） 

(ｱ) 面 積 10,000 ㎡ 

(ｲ) 開 場 平成 9年 4 月 12 日 

(ｳ) 施設内 容 野球等：両翼 85ｍ、センター90ｍ 

 (5) 休 館 日  毎週月曜日(多目的グラウンド、勤労者体育センターは祝日の場合は開館） 

※多目的グラウンドは、月曜日が祝日に重なった場合は翌日（平日）が休館日 

年末年始（12 月 29 日～1月 3 日） 

 

２ 交流促進事業【令和 6年度実績】 

講 座 名 団 体 名 実施回数 参加者数 

３Ｂ体操はご存じですか？ げんきクラブ 2 回 3 人 

社交ダンス入門 
メロディー・ 

ダンスサークル 
2 回 6 人 

ビギナーズフェアリー＆ 

初めてのバレエ 
フェアリー 1 回 4 人 

 

３ 施設利用状況【令和 6年度実績】 

施  設  名 区分 累計 稼働率 

本庄ふれあいセンタ

ー 
大・小会議室 

人数 9,856 
22.0% 

件数 535 

トータルライフ向上

センター 

加工室 
人数 1,358 

22.0% 
件数 350 

創作活動室 
人数 4,217 

28.4% 
件数 536 

勤労者体育センター 体育館 
人数 14,635 

58.0% 
件数 1,910 

ふれあいプール プール 
人数 17,115 

 
日数 47 日 

多目的グラウンド グラウンド 
人数 6,174 

35.2% 
件数 150 

合計 
人数 53,355 

34.7% 
件数 3,481 



    ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

  ※合計件数には、プール日数を含めていない。 

 

４ 文化施設登録グループ 

令和 6年度登録団体数：12 団体（延べ 162 人） 

 

 

藍市民センター 

 

１ 藍市民センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市藍市民センター 

(2) 所 在 地  三田市大川瀬 1307 番地 44 

(3) 敷地面積  15,937 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(5) 延床面積  1,748 ㎡（1階 1,052 ㎡、2階 696 ㎡） 

(6) 開 館   平成 12 年 8月 1 日 

(7) 施設内容  ア 1 階 

サービスコーナー・事務室・研修室・調理室・幼児室・和室・創作室・談

話コーナー・くつろぎコーナー・ギャラリー 

イ 2 階 

多目的室・視聴覚室・ミーティングルーム・談話コーナー・ギャラリー 

ウ 駐車場（収容台数 68 台・うち身体障害者用 4 台） 

(8) 開館時間  午前 9時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5 時 30 分まで） 

(9) 休 館 日   毎月第 2火曜日（祝日の場合は開館） 

           年末年始(12 月 29 日～1月 3日) 

 

２ 交流促進事業【令和６年度実績】 

講 座 名 実施回数 実 施 日 参加者数 

陶芸体験教室（湯呑作り） １回 7/25 17 人 

 

３ 施設利用状況【令和６年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

研 修 室 
人 数 2,599 

14.9% 
件 数 249 

調 理 室 
人 数 61 

0.9% 
件 数 8 

幼 児 室 
人 数 356 

2.9% 
件 数 84 



和 室 
人 数 798 

6.1% 
件 数 126 

創 作 室 
人 数 1,222 

17.0% 
件 数 215 

多目的 室 
人 数 14,914 

37.3% 
件 数 1,086 

視聴覚 室 
人 数 5,904 

18.0% 
件 数 260 

ミーティングルーム 
人 数 2,094 

18.9% 
件 数 345 

合 計 
人 数 27,948 

17.0% 
件 数 2,373 

    ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

４ 登録グループ 

令和 6年度登録団体数：32 団体（延べ 451 人） 

 

フラワータウン市民センター 

 

１ フラワータウン市民センターの概要 

(1) 施 設 名   三田市フラワータウン市民センター 

(2) 所 在 地   三田市武庫が丘 7丁目 3番地 1 

(3) 敷地面積  5,334 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(5) 延床面積  2,792 ㎡ 

(6) 開 館   平成 7年 5月 1日 

(7) 施設内容  ア 1 階 

ホール・リハーサル室・第 1 楽屋・第 2楽屋・会議室・管理室・事務室（サ

ービスコーナー）・調理室（Ｈ27年 4 月 1 日開設） 

イ 2 階 

第 1 和室・第 2和室・視聴覚室・多目的室・ミーティングルーム・工作室・ 

プレイルーム・リモートワーク＆スタディブース 

ウ 駐車場（収容台数 75 台 うち身体障害者用 2 台） 

(8) 開館時間  午前 9時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5 時 30 分まで） 

(9) 休 館 日  年末年始（12月 29 日～1月 3日） 

       毎月第２水曜日（祝日の場合は開館） 

 

２ 交流促進事業【令和 6年度実績】 

事業名 参加人数 

フラワータウン市民文化祭    2,000人 



３ 施設利用状況【令和 6年度実績】 

施設名 区分 累計 稼働率 

ホ ー ル 
人 数 18,028 

29.9% 
件 数 300 

リハーサル室 
人 数 2,855 

81.5% 
件 数 1,898 

第 1 楽 屋 
人 数 2,238 

79.0% 
件 数 1,482 

第 2 楽 屋 
人 数 338 

9.0% 
件 数 62 

多目的 室 
人 数 15,942 

57.6% 
件 数 1,165 

和 室 
人 数 6,352 

24.8% 
件 数 747 

視聴覚 室 
人 数 17,608 

50.2% 
件 数 875 

工 作 室 
人 数 6,055 

39.1% 
件 数 647 

プレイルーム 
人 数 7,976 

30.5% 
件 数 640 

会 議 室 
人 数 9,089 

44.2% 
件 数 1,053 

ミーティングルーム 
人 数 6,307 

42.8% 
件 数 864 

調 理 室 
人 数 1,237 

7.3% 
件 数 77 

合 計 
人 数 94,025 

40.3% 
件 数 9,810 

※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

４ 登録グループ 

令和 6 年度登録団体数：74 団体（延べ 1,280 人） 

 

 

ウッディタウン市民センター 

 

１ ウッディタウン市民センターの概要 

(1) 施 設 名   三田市ウッディタウン市民センター 

 (2) 所 在 地   三田市けやき台 1丁目 4番地 1 



(3) 敷地面積  8,800 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(5) 延床面積  4,629 ㎡ 

(6) 開 館   平成 17 年 5月 31 日 

(7) 施設内容  ア 1 階 

市民サービスコーナー、事務室、和室、市民ギャラリー、青少年プラザ、 

リモートワーク＆スタディブース 

イ 2 階 

        大集会室、多目的室、会議室１、会議室２、会議室３、創作室、 

プレイルーム、母子室、調理室、視聴覚室、パントリー、市民ギャラリー 

ウ  駐車場（収容台数 127 台 うち身体障害者用 4 台） 

(8) 開館時間  午前 9時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5 時 30 分まで） 

(9) 休 館 日  毎月第 2火曜日(祝日の場合は開館) 

年末年始(12 月 29 日～1月 3日)        

 

２ 交流促進事業【令和 6年度実績】 

事 業 名 事 業 概 要 実 施 日 

ウッディタウン 

フェスティバル 

ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ市民ｾﾝﾀｰ 芝生広場及び当施設周辺道路

にて物販・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ステージ等、地域住民によ

るイベントの開催を支援 

5 月 19 日 

 

３ 施設利用状況【令和 6年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

大集会 室 
人 数 25,239 

28.6% 
件 数 380 

多目的 室 
人 数 22,386 

67.4% 
件 数 1,571 

会 議 室 1 
人 数    12,191 

47.3% 
件 数 947 

会 議 室 2 
人 数 4,884 

46.6% 
件 数  600 

会 議 室 3 
人 数 4,549 

45.1% 
件 数   579 

創 作 室 
人 数 5,341 

36.7% 
件 数 485 

プレイルーム 
人 数 2,706 

23.7% 
件 数 331 

調 理 室 
人 数 2,537 

16.5% 
件 数 179 



視聴覚 室 
人 数 10,644 

36.2% 
件 数 495 

パントリー 
人 数 498 

19.8% 
件 数 285 

和 室 
人 数 4,421 

24.9% 
件 数 588 

合 計 
人 数 95,396 

32.0% 
件 数 6,440 

   ※ 稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

４ 登録グループ 

令和 6年度登録団体数：58 団体（延べ 1,088 人） 

 

 

まちづくり協働センター（消費生活センター） 

 

１ まちづくり協働センターの運営 

(1) 施設概要 

所 在 地 三田市駅前町 2番 1号 三田駅前一番館（キッピーモール）６階 

休 館 日 12 月 29 日～1月 3日 

開 館 時 間 10時 00分～22時 00分 

施 設 機 能 

・行政サービスコーナー 

・各種貸し施設（多目的ホール、講座室、大会議室、会議室、幼児室、調理

実習室、創作室、パントリー、企画展示スペース、レンタルオフィス） 

・各プラザ（市民活動推進、人権・男女共同参画、国際交流） 

・消費生活センター 

・駅前子育て交流ひろば、情報交流広場、ＩＴラボ、図書コーナー 

施 設 面 積 3,019 ㎡（913 坪） 

(2) 施設利用状況 

ア 会議室利用状況    ※1 稼働率：施設ごとの利用可能時間に占める利用時間の割合 

施設名称 区分 累計 稼働率(※) 

多目的ホール 

全 室 
人数 13,621 

19.83% 

件数 223 

３分の２ 
人数 7,263 

件数 216 

３分の１ 
人数 8,038 

件数 420 

講 座 室 
人数 7,501 

35.92% 
件数 536 



大 会 議 室 
人数 6,503 

46.07% 
件数 593 

会 議 室 ３ 
人数 3,117 

42.68% 
件数 843 

会 議 室 ４ 
人数 2,599 

42.08% 
件数 685 

会 議 室 ５ 
人数 3,793 

38.10% 
件数 610 

幼 児 室 
人数 2,883 

17.60% 
件数 347 

調 理 実 習 室 
人数 1,046 

10.00% 
件数 118 

創 作 室 
人数 2,246 

22.84% 
件数 324 

パ ン ト リ ー 
人数 580 

9.22% 
件数 141 

企画展示スペース・ギャラリー 
人数 1,264 

 
件数 89 

合  計 
人数 60,454 

28.62% 
件数 5,145 

   イ 施設等利用状況 

施設等名称 人数等 

プラザ 

市民活動推進プラザ 1,510 人 

人権・男女共同参画プラザ 355 人 

国際交流プラザ 3,906 人 

いきがい応援プラザ(4月のみ) 27 人 

消費生活センター 1,074 件 

駅前子育て交流ひろば 5,670 人 

情報交流広場 168,408 人 

レンタルオフィス（3区画） 3 区画 

ロッカー（48 個） 34 個 

メールボックス（48 個） 33 個 

パソコン機器 2,249 件 

印刷機 1,190 件 

コピー機 11,624 枚 

拡大機 112 件 

図書貸出冊数 167 冊 

センター登録団体数 165 団体 

貸館施設利用者登録数 4,331 件 



※いきがい応援プラザは、令和 6年 5月 1 日から市役所本庁舎 高齢者支援課内に移転 

 

２ 行政サービスコーナー 

(1) 取扱時間 

 10 時 00 分～18 時 00 分 月曜～日曜・祝日 ※年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く。 

(2) 公金収納業務 

 

 

(3) 市指定ごみ収集袋及び市刊行物等の販売 

ア 市指定ごみ収集袋の販売   販売数： 65 袋 

イ 市刊行物等の販売       販売数：  2 冊 

(4) 行政及び法律等の相談 

ア 法律相談 

開 催 日：毎週水曜、第 3土曜 13 時 30 分～16 時 00 分 

受付方法：予約制（電話、来所）。開催日の前週同曜日から受付。一日の相談人数は 5人。 

相談方法：弁護士による面談。弁護士 1人が対応。（兵庫県弁護士会から派遣） 

※弁護士の派遣については、兵庫県弁護士会と業務委託契約を締結。 

(ｱ) 開催実績  開催日数:63 日  利用件数:325 組 

(ｲ) 分野別相談件数（注：利用件数 1組あたり複数の相談分野になる場合がある。） (件) 

分 野 件 数  分 野 件 数 

民

事 

家事 158 交通事故 6 

不動産 53 サラ金・クレジット等 6 

損害賠償 25 消費者 10 

債権・債務 27 民暴 1 

倒産 3 刑事 12 

労働 12 少年事件 1 

知的財産権等 0 その他 11 

渉外 0 相談件数合計 325 

イ 行政相談 

開 催 日：毎月第 2木曜 

相談方法：行政相談委員（総務大臣委嘱、任期 2年）2人による面談 

相談内容：国政に関する苦情や意見、要望など 

 件 数 金 額（円） 

市県民税 77 2,226,300 

固定資産税 161 3,715,820 

軽自動車税 17 156,100 

国民健康保険税 103 2,014,830 

上下水道使用料 27 209,884 

その他（※） 1,099 9,892,697 

合計 1,484 18,215,631 

※「その他」は、介護保険料、し尿

処理手数料、霊苑年間管理料、市営

住宅使用料、学校給食費、幼稚園保

育料、保育所保護者負担金 等 



利用件数：7件 

 

３ 消費生活センター 

(1) 消費生活行政の企画、調査及び推進 

(2) 消費生活に関する情報の収集及び啓発 

ア 消費生活講座の開催 

講座名 テーマ 開催日 受講者数 

消費生活出

前講座 

悪質商法、食育、金銭教育など消費生活に関する

こと 

4～3 月 

（4 回） 

139 人 

市政出前講

座 

内容 

(2 種) 

①消費者トラブルを知って被害を防ごう 

②契約を知ってトラブルを防ごう 

4～3 月 

（13 回） 

198 人 

消費者教育

講座（委託） 

①風呂敷二枚からエコバックを作る 

②紙芝居をみて、駄菓子屋さんでお買い物 

①8 月 

②12 月 

（2 回） 

①7 人 

②62 人 

（計 69 人）

イ 市広報誌、市ホームページ等での啓発・情報発信、消費生活センターの周知 

 ・市広報誌に「消費生活情報」を掲載（12 回） 

 ・消費者トラブル等に関する注意喚起 

（市ホームページ、さんだ防災・防犯メールにより随時） 

・市ホームページで、消費者トラブル等に関する注意喚起（随時） 

・市内や近隣自治体で発生する消費者トラブル（公的機関を名乗る不審電話、悪質商法、水

回り修理の高額請求等）の消費者被害を防止するため、三田警察署、危機管理課、上下水

道部と連携し、さんだ防災・防犯メールを活用し注意喚起 

(3) 消費者被害防止のため、関係機関等との連携・情報提供等 

（三田警察署、地域包括支援センター等） 

 (4) 通話録音装置貸与事業 

悪質商法や特殊詐欺から狙われやすい高齢者を見守り、消費者被害、詐欺等の防止のため、 

令和 2年度から開始。貸出台数 29台（令和 5年度に 14 台追加購入）。 

  (5) 自動録音電話機等普及促進事業 

   高齢者を狙った特殊詐欺被害の防止のため、「着信前自動警告機能」と「自動録音機能」を備

えた自動録音機等の購入費を助成。 

   令和６年４月から令和７年１月まで実施。購入補助台数 自動録音電話機７３４台、外付け

録音機１５台 

 (6) 若年者の消費者被害防止のための取り組み 

  ア 市ホームページで若者向け注意喚起情報を掲載 

イ 「二十歳を祝う会」会場で参加者全員に啓発リーフレットを配布（参加者 820 人） 

ウ 18 歳になる市民に啓発資料の送付（毎月） 

  (7) 全国家計構造調査 

    全国家計構造調査は、全国の家計の構造を総合的に明らかにするため、５年に１度総務省

統計局が統計法に基づく基幹統計調査として実施。 

   調査活動期間 令和６年７月上旬～令和６年１２月上旬 



   調査の世帯区域 簡易調査 南が丘１丁目区域 12 世帯、ゆりのき台４丁目区域１２世帯 

           基本調査 南が丘１・２丁目区域１２世帯、けやき台５丁目区域１２世帯 

(8) 消費生活相談 

  ア 所 在 地：三田駅前一番館（キッピーモール）6階 まちづくり協働センター内 

  イ 開設時間：10時 00 分～17 時 00 分 

毎週月曜日～金曜日及び第 2・4土曜日（ただし、祝日・年末年始を除く。） 

ウ 相談件数 

(ｱ) 分類別件数（単位：件） 

分類別 苦情 問い合わせ・要望 合計 

商品一般 106 10 116 

食料品 71 8 79 

住居品 50 4 54 

光熱水品 7 18 25 

被服品 33 1 34 

保健衛生品 37 4 41 

教養娯楽品 71 8 79 

車両・乗り物 17 2 19 

土地・建物・設備 33 12 45 

他の商品 1 0 1 

クリーニング 2 0 2 

レンタル・リース・貸借 33 4 37 

工事・建築・加工 35 17 52 

修理・補修 23 1 24 

管理・保管 1 0 1 

役務一般 9 0 9 

金融・保険サービス 76 16 92 

運輸・通信サービス 58 13 71 

教育サービス 4 0 4 

教養・娯楽サービス 76 6 82 

保健・福祉サービス 53 15 68 

他の役務 60 22 82 

内職・副業・ねずみ講 17 0 17 

他の行政サービス 4 6 10 

他の相談 1 29 30 

計 878 196 1,074 

(ｲ) 契約当事者の年齢別件数 

年齢 件数（件） 割合（％） 

１０歳未満 1 0.1 



１０歳代 16 1.5 

２０歳代 63 5.9 

３０歳代 83 7.7 

４０歳代 78 7.3 

５０歳代 140 13.0 

６０歳代 237 22.1 

７０歳代 202 18.8 

８０歳代 115 10.7 

９０歳代 17 1.6 

１００歳代 0 0.0 

その他・不明 122 11.3 

合計 1,074 100 

(7) 各種立入検査事務                    （単位：店舗） 

計量法に基づく立入検査 6 

家庭用品品質表示法・消費生活用製品安全法に基づく立入検査等 1 

電気用品安全法・ガス事業法に基づく立入検査等 1 

 (8) 特定計量器（はかり）検査 

   隔年実施の定期検査（前回：令和 4年度、次回：令和 8年度）の他、随時の相談対応を実施 

(9) 消費者団体との連携・調整  

＜三田市消費者協会＞ 

ア 目的：消費生活に関する知識の普及と調査、公正な情報の提供を通じ、消費者の妥当な意

見を関係機関に反映させ、消費者･生産者・販売者の協力により消費者物価の適正

化と市民の消費生活の向上を図ることを目的とし、昭和 45年に設立された。 

イ 会員：46 人   

ウ 事業 

   (ｱ) 定例活動 

    ・理事会（月 1 回） 

・消費生活に関するセミナー参加 

・くらしの研究 

ＥＭぼかしで生ごみの堆肥化活動（月 1回） 

農作業（不定期） 

(ｲ) 三田市委託事業 

 ・消費生活に関する講座等の開催（年 2 回） 



文化スポーツ課 

 

１ 社会教育の推進・生涯学習の振興 

（1）生涯学習審議会の運営 

   三田市における生涯学習にかかる事項を幅広い見地から審議し、意見を求める。 

委員 9 名（任期：令和 5 年 7 月 2 日から令和 7 年 7 月 1 日） 

（構成：学識経験者、市長及び教育委員会が必要と認める委員、市民委員） 

内容：生涯学習の総合的な推進及び振興並びに社会教育の施策に関する事項に

ついて、調査審議する。 

内容：教育委員との意見交換会１回、審議会 ２回 

   近畿、県及び阪神北地区社会教育委員協議会での協議・研修等 計 11 回 

 

（2）野外活動センターの管理運営（市直営） 

  ア 野外活動センターの管理運営 

  市民が野外活動、レクリエーションにより、心身の健全な発達と明るく豊かな市

民生活の形成に寄与できる場の提供を行う。 

     開館期間：令和６年７月 1 日から令和６年 10 月 31 日まで 

   内容：日帰り利用のみの受入れ、水遊び、バーベキューなど  
利用者数：11,552 人  

※野外活動センターへの進入路である「つどい橋」改修工事完了が令和６年５

月末のため、開所を 7 月１日とした。 

  イ 野外活動センター再生プロジェクト 

    新たに野外活動センター再生プロジェクト検討委員会を設立し、野外活動センタ

ー再生に向けた民間事業者公募要件の検討を行った。 

・利用者アンケート    ・市民アンケート 

・地元意見交換会 １回  ・市民意見交換会意見 ２回 

・事業者とのサウンディング調査 ３社 

・再生プロジェクト検討委員会  ３回 

 

（3）ガラス工芸館の管理運営（指定管理者：NPO 法人グラスクラフト協会） 

市民の文化の振興に寄与するため、文化体験施設として活動を行う。 

     指定期間：令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

内容：ガラス体験および講座の開催（吹きガラス、バーナーワーク、サンドブ

ラスト） 

利用者数：14,302 人 

 

（4）有馬富士自然学習センターの管理運営（指定管理者：公益財団法人兵庫県園芸・公園

協会） 

     指定期間：令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

来館者数：95,224 人  

 

  ア 有馬富士自然学習センタープログラム運営事業（委託：兵庫県立人と自然の博物



館） 

市民が自然と親しみ、自然環境について学ぶことにより、自然の営みを尊重する

心を培い、もって青少年の健全育成とふるさと意識の醸成に寄与するための活動を

行う。 

     委託期間：令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

   内容：（管理運営業務）展示交流活動、コミュニケーター支援活動、自然環境啓

発活動、イベント交流活動など 

（プログラム運営）常設展、企画展とワークショップ、人材育成、学校教育支

援、連携・アウトリーチ事業、自然情報調査事業など 

 

（5）図書館の管理運営（指定管理者:TRC 三田） 

指定管理者との協働により、新たなニーズや時代の変化に対応しながら、地域に

貢献する知の情報拠点、市民や地域とつながり、市民が学ぶ機会を館外にも広げる

図書館の実現をめざす。 

指定期間：令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

ア 図書館資料の収集 

       図書資料  9,771 冊            16,963,850 円 

      逐次刊行物  1,419 冊（雑誌のみ）   3.056,706 円 

      視聴覚資料     11 点              109,963 円 

（合計額   20,130,519 円） 

イ 主要運営指標（全館）※貸出人数・点数は、団体・相互貸出を含む 

入館者数 545,963 人 

貸出人数 317,670 人 

貸出点数 922,293 点 

ウ 三田市立図書館運営評価委員会の運営 

  委員 6 名（任期：令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで） 

     （構成：学識経験者、市長及び教育委員会が必要と認める委員、市民委員） 

内容：指定管理者の管理運営状況を評価する会議を開催 計 3 回 

 

（6）心道会館の管理運営(指定管理者：株式会社清光社) 

   市民がスポーツ活動を通じて心身の健全な発達を図るとともに市民相互の交流、市

民文化の向上及び健康増進に寄与するための施設運営を行う。 

指定期間：令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

  内容：利用促進（ホームページ、心道会館だより）、サービス向上（利用団体ア

ンケート） 

   施設利用状況：1,958 件 18,016 人 

 

（7）市民生活教養講座（知的、視覚、聴覚に障害のある方の社会参加を促す。） 

講座名 回数 延べ参加者数 

障害者交流サロン 12 102 



阪神青い鳥北支部学級 3   27 

阪神くすの木学級 0 0 

 

（8）社会教育関係団体との連絡調整 

団体名 三田ユネスコ協会 発 足 昭和 39 年 7 月 

会員数 51 人 （令和 7 年 3 月 31 日現在） 

目 的 
日本ユネスコ協会連盟の定款・諸規定に基づき、教育、科学、文化を

通じて国際理解と世界平和に貢献し、併せて会員相互の親睦を図る。 

主事業 

「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展 

書き損じはがきキャンペーン 

平和の鐘を鳴らそう 

 

２ 文化財保護及び市史編さん 

（1）指定文化財管理事業 

指定文化財を保存継承するため、防災設備等の保守管理及び保存修理等事業の補助を行う。 

防災設備等保守管理（9 か所） 

国指定文化財：高売布神社本殿・狛犬、住吉神社本殿、御霊神社本殿 

県指定文化財：小野天満神社本殿、大原大歳神社本殿 

市指定文化財：乙原天満神社本殿、酒滴神社本殿、駒宇佐八幡神社本殿・舞殿・長床、小野 

大日堂（大日如来） 

指定文化財保存修理事業補助（3 か所） 

県指定文化財：観福寺仁王門保存修理、大舟寺カヤの木樹勢回復、旧九鬼家住宅土間修繕 

   登録文化財保存修理事業補助（1 か所） 

        県登録文化財：三田天満神社本殿 

 

（2）文化財保護審議会の運営  

委員 6 名（任期：令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）（構成：学識経験者） 

必要または諮問に応じて新規指定文化財候補物件、文化財の保存と活用のための審議と提言な

どを行う。 

 

（3）市指定文化財の指定 

三田市文化財保護条例に基づき、文化的価値の高い文化財を市指定文化財に指定する。 

指定文化財数(令和 6 年 3 月 31 日現在）：107 件（国指定 11 件、県指定 28 件、市指定 68 件） 

    登録文化財数(令和 6 年 3 月 31 日現在）：4 件（国登録 3件、県登録 1 件） 

 

（4）埋蔵文化財発掘調査事業 

土木工事等によって破壊されるおそれのある遺跡を調査し、図面・写真などによる保存を実施。

出土品については整理を行い展示活用する。 

届出に基づく確認調査：屋敷町遺跡、他 10 件、工事立会：屋敷町遺跡他 4 件 



 

（5）埋蔵文化財包蔵地照会事務  

   開発事業等に伴う埋蔵文化財包蔵地の事前照会への対応。  件数：175 件 

 

（6）銃砲、刀剣類の保護及び登録  

   銃砲刀剣類所持取締法による古式銃砲及び刀剣類の登録申請の案内事務。 

（登録事務は、兵庫県教育委員会にて実施） 

 

（7）史跡名勝 天然記念物の保護  

  特別天然記念物オオサンショウウオの保護。 

 

（8）文化財施設の管理運営 

ア 歴史資料収蔵庫の管理運営 

(ｱ)歴史資料の収蔵及び保存 

(ｲ)考古資料：コンテナ約 5,000 箱（市指定文化財含む）、民俗資料：約 10,000 件 

イ 文化財施設 3 館の管理運営 

(ｱ)三輪明神窯史跡園 

a 県指定の史跡を活用した体験学習施設 

b 来園者数：4,473 人 

c 主な活動：史跡の保存公開及び全世代を対象とした体験学習の実施。 

      常設展示（三田焼及び窯跡出土品） 

(ｲ)旧九鬼家住宅資料館 

a 明治の歴史的建造物（県指定）としての特性を活かした運営 

b 来館者数：3,821 人  

c 主な活動:2 階特別公開: 6 回 324 人、企画展示、イベント 

(ｳ)三田ふるさと学習館 

ａ市所蔵資料を活用した郷土学習・体験学習及び展示などを実施 

b 来館者数：5,660 人 

c 主な活動：小学校郷土学習支援 7 校 416 人、企画展示・イベント 

 

（9）文化財公開・活用事業 

市所蔵の文化財資料を学校教育現場や各種団体へ貸出するなどの手法により公開・活用

を図る。 

ア 資料展示 

三田ふるさと学習館、旧九鬼家住宅資料館、三輪明神窯史跡園、図書館特別展示

室など 

イ 市所蔵資料貸出 

(ｱ)貸出資料：埋蔵文化財、三田焼、民俗資料、歴史資料 他 

(ｲ)貸出先：兵庫陶芸美術館、愛知県陶磁美術館、大阪歴史博物館、神戸市埋蔵文

化財センター、綾部市資料館 



 

（10）市史編さん 

市史の編さんを通じて蓄積された地域資料の保存と、事業成果・文化財情報の市民へ

の還元・普及活動を推進する。 

ア 地域資料の収集・整理 

地域資料の収集、整理、研究 

イ 普及活動 

(ｱ)主な直営事業 

a 調査相談業務：歴史的事項に関する庁内・外からの照会等への対応｡ 

b 学校との連携事業：小学校郷土学習講師対応 

c 市ホームページによる情報提供（刊行物の概要、広報紙連載記事のバックナンバ

ー掲載、イベント情報等） 

(ｲ)市民団体等との主な連携事業 

a 市立図書館の支援 

    b 市立図書館の電子図書館に対する資料提供 

(ｳ)歴史的価値を有する公文書の収集と保存 

 

３ 芸術および文化の振興 

（1）第 45 回三田市美術展(三田市総合文化センター文化振興事業) 

  絵画、彫塑・工芸、写真、書の 4 部門にわたり、市内外から作品を公募し、優秀作

品の表彰、展示を通して、芸術文化の高揚を図る。 

 

（2）第 57 回三田市民文化祭(三田市総合文化センター文化振興事業) 

   文化活動グループ、団体等、市民による作品展示、舞台発表の機会及び鑑賞機会を

提供することで、市民文化の高揚を図る。 

会期: 令和 6 年 11 月 1 日～3 日、11 月 9 日～10 日 

総入場者：2,332 人 

 

 

 

 

 

（3） 文化団体の支援 

三田市の文化振興を目的として文化団体、文化活動への支援を行う。 

文化振興団体補助 

・三田市吹奏楽団、三田市民オーケストラ、三田市文化協会、三田太鼓  

・三田市文化活動支援事業補助金（12 団体） 

会  期 場  所 出品点数 入賞・入選点数 入場者数 

R7.1.28～2.2 三田市総合文化センター 201 点 102点  705 名 

部 門 内 容 出品・出演者数 

展示関係 展 示 発 表  18 団体・2 個人 

舞台発表 音 楽 、 伝 統 芸 能 、 ダ ン ス 等  43 団体・3 個人 



  

（4）伝統文化推進事業 

市内の伝統文化の継承活動を支援するとともに活動の場を提供し、伝統文化の保

存・継承を推進する。 

   三田音頭普及伝承活動：5 回実施 

 

（5） 三田市総合文化センターの管理運営(指定管理者：JTB コミュニケーションデザイン

グループ) 

指定期間：令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

ア 文化振興事業 

(ｱ)市が指定する事業 

    三田市民文化祭（再掲）、三田市美術展（再掲）、シティフレッシュコンサート、 

(ｲ)鑑賞事業(クラシック、ポピュラー、映像)：16 事業 6,515 人 

   (ｳ)親子鑑賞・参加型事業（ワークショップ）：12 事業   766 人 

   (ｴ)青少年芸術鑑賞事業：6 事業 3,533 人 

      (ｵ)その他（利用者意見交換会、さとのねサポーター養成、YouTube 公式チャンネル

運営等） 

イ 施設の運営 

 (ｱ)施設利用状況   

※年間開館日数：315 日 

施設名 利用件数 稼働日数 稼働率 利用人数(人) 

大ホール 152 140 44.4% 48,000 

小ホール 259 221 70.2% 24,227 

展示室 148 144 45.7% 8,428 

リハーサル室 756 311 98.7% 20,414 

練習室１ 743 305 96.8% 2,671 

練習室２ 1,203 315 100% 1,966 

練習室３ 1,198 313 99.4% 2,733 

録音室 0 0 0% 0 

会議室１ 185 163 51.7% 4,333 

会議室２ 216 193 61.3% 4,150 

会議室３ 181 163 51.7% 1,524 

和室１ 43 43 13.7% 
1,049 

和室２ 99 90 28.6% 

ワ ー キ ン グ ブ ー ス  263 218 69.2% 5,116 

託児室 24 24 7.6% 82 

窓口    6,518 

文 化 情 報コ ー ナ ー     341 

館内    7,426 



合計（平均） 5,470 2,643 55.9% 138,978 

 

ウ 総合文化センター運営評価委員会の運営 

指定管理者の管理運営状況を評価する会議を開催。 

 委員 8 名（第 8 期／任期：令和 5 年 7 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日まで） 

     （構成：学識経験者、市長が必要と認める委員、市民委員） 

 

（6）市庁舎コンサート事業 

開かれた市役所をめざし、市民文化活動の発表の場として本庁舎 1 階ロビーまたは

風の広場にて開催。 

   開催数 11 回、総来場者数 603 人 

 

４  ス ポ ー ツ の 振 興  

(1)三田国際マスターズマラソン 

第 36回 三 田 国 際 マ ス タ ー ズ マ ラ ソ ン の 実 施  

期 日 ： 令 和 6年 12月 15日 （ 日 ）  

コ ー ス  ハ ー フ マ ラ ソ ン  フ ァ ン ラ ン  

ス タ ー ト  10： 30  1 0： 45  

申 込 者 数  

（ 男 女 比 ）  

2, 7 8 9名  

（ 男 2, 3 4 4名 ・ 女 44 5名 ）  

63 7名  

（ 男 39 0名 ・ 女 24 7名 ）  

市 内 申 込 数  

（ 男 女 比 ）  

72 9名  

（ 男 62 2名 ・ 女 10 7名 ）  

44 4名  

（ 男 27 0名 ・ 女 17 4名 ）  

出 走 者 数  

（ 男 女 比 ）  

2, 4 6 3名  

（ 男 2, 0 7 3名 ・ 女 39 0名 ）  

55 0名  

（ 男 33 6名 ・ 女 21 4名 ）  

完 走 者 数  

（ 男 女 比 ）  

2, 2 1 3名  

（ 男 1, 8 8 2名 ・ 女 33 1名 ）  

55 0名  

（ 男 33 6名 ・ 女 21 4名 ）  

総 合 優 勝 タ イ ム  1時 間 12分 08秒  ―  

最 高 齢 者  男 性 81歳 ・ 女 性 74歳  ―  

遠 来 者  （ 北 ）茨 城 県（ 南 ）熊 本 県   

  ※ 運 営 ス タ ッ フ  ① 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア  61 3名   ② 交 通 警 備 員  1 7 6名  

          ③ 三 田 警 察 署      4 7名   ④ 市 職 員    1 9 0名  

 

( 2 )ノ ル デ ィ ッ ク ・ ウ ォ ー キ ン グ の 普 及  

ア  三 田 さ く ら 物 語 ノ ル デ ィ ッ ク ・ ウ ォ ー キ ン グ フ ェ ス タ  

期 日 ： 令 和 7年 3月 30日 （ 日 ）  

コ ー ス  武 庫 川 ウ ォ ー キ ン グ コ ー ス  

距 離  4. 8㎞  

参 加 者 数  19 0人 （ 市 内 134人 、 市 外 56人 ）  

最 高 齢 者・最 年 少 者  最 高 齢 者 87歳 男 性 ・ 最 年 少 者 5歳 男 児  

  



   

  イ  さんだノルディック・ウォーキングフェスタ2024大会（WMG関西開催記念事業） 

    期日：令和6年10月6日（日） 

コース 
県立有馬富士公園ノルディック・ウォーキング特設コース 

健脚コース ファミリーコース 

距 離 4.7㎞ 2.3㎞ 

参加者数 163人（市内96人・市外67人） 111人（市内81人・市外30人） 

最高齢者・最年少者 最高齢者87歳男性・最年少者2歳男児 

 

ウ ウォーキングコース整備事業 

市民の健康・仲間づくりなどを推進することを目的に、市内各所にウォーキング

コースを整備する。 

・ウォーキングコースの維持管理（10 コース） 

武庫川、有馬富士、千丈寺湖、母子・永沢寺、高平、大川瀬・つつじが丘、本

庄、フラワータウン、ウッディタウン、カルチャータウンコース（平成 27 年

整備済）。 

・ウォーキングコース利用の促進 

コースを活用したイベントの実施及びウォーキングマップの増刷改訂 

 

（3）スポーツ学習講座等の開催 

市民の健康体力づくり、仲間づくりやジュニア育成等を目的としてスポーツ教室

を開催する。また、生涯にわたり安全にスポーツ活動を行っていくため、知識・技

能を修得し生涯スポーツの推進を図る。 

   ア 市民スポーツ教室（三田市スポーツ協会へ委託し 11 教室を実施） 

    (ｱ) 派遣型スポーツスクール（10 種目、27 教室、796 人が参加） 

  (ｲ) 高齢者スポーツスクール(3 月に開催、延べ 52 人が参加) 

 (ｳ) 障害者スポーツスクール（水泳教室）（毎月第 1～4 日曜、NAS ウッディタウ

ンで開催、延べ 509 人が参加） 

 

（4）体育、レクリエーション推進事業 

各種スポーツ・レクリエーションを通じて、仲間づくり・地域、世代間交流・健

康、体力づくりの意識啓発等を目的としてスポーツ大会を実施する。 

ア 第 47 回三田市総合スポーツ大会（各種目別 37 大会を開催） 

イ スポーツレクリエーション振興事業 

     (ｱ)スポーツ「夢」プロジェクト推進事業 

「夢の教室」実施 

様々な競技の現役選手やＯＢ、ＯＧ、文化人といった方が「夢先生」とし

て、子どもたちと一緒に汗を流したり、自らの体験をもとに話を行う。 

令和 7 年 1 月 30 日（木）学園小学校 5 年生を対象に実施 

(ｲ)さんだファミリースポーツカーニバル＆市民チャレンジデー(438 人) 



ウ スポーツ活動支援事業 

市スポーツ協会加盟種目協会の組織強化及び競技力の向上を図るため、各種目大

会を支援する。また、全国大会及び国際大会に出場する選手への激励会等を実施

する。 

     (ｱ)市長杯大会の開催（16 種目別競技大会の実施） 

     (ｲ)激励会・報告会等の実施 

 

（5）地域スポーツ活動支援事業（地域スポーツクラブ育成事業） 

   市内各小学校区に設立されたスポーツクラブ 21（19 団体）に対して支援を行う。 

 ア スポーツクラブ 21 ひょうご推進事業 

    「スポーツクラブ 21 ひょうご」三田市推進委員会 

(ｱ)三田市推進委員会の運営 

(ｲ)スポーツクラブ 21 基金管理 

イ 地域スポーツクラブの連携 

スポーツクラブ 21 さんだ連絡協議会 

(ｱ)スポーツクラブ 21 さんだ連絡協議会の開催 

(ｲ)スポーツクラブ 21 さんだクラブミーティングの実施 

(ｳ)阪神地区ブロック域交流フェスティバル（参加申込者が少数のため中止） 

(ｴ)地域スポーツクラブ運営委員会との連携 

 

（6）スポーツ関係団体支援 

ア 三田市スポーツ協会（加盟：26 種目協会） 

  イ 三田市体育振興会連絡協議会（5 地区体育振興会） 

 

（7）スポーツ推進委員会の運営 

スポーツ推進のため実技指導、助言、組織の育成、行事等の協力を行う。 

委員 20 名（任期：令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで） 

（構成：地域・スポーツ活動団体、市民委員） 

ア スポーツ推進委員会（12 回／年） 

イ 阪神北地区スポーツ推進委員会（総会・理事会・実技研修会） 

ウ 県・近畿・全国スポーツ推進委員会 

 

（8）学校施設開放事業 

   学校施設を学校教育のみの場としてではなく、広く地域住民の生涯学習活動拠点と

して活用する。ただし、地域スポーツクラブを行っている学校体育施設は除く。（地

域スポーツ活動支援事業の実施）※中学校 7 校（延べ 50 団体） 

 

（9）三田市スポーツ推進審議会の運営 

スポーツ基本法第 31 条に基づくスポーツ推進審議会を開催する。第 3 次スポーツ推

進基本計画の進捗管理。 



委員 14 名（任期：令和 5 年 7 月 20 日から令和 7 年 7 月 19 日まで） 

（構成：学識経験者、地域・スポーツ活動団体、市民代表） 

    内容：開催回数 1 回 

 

（10）友好都市鳥羽市との交流事業（スポーツ交流） 

※鳥羽市の状況により未実施 

             



市 民 課 

 

１ 戸籍・住民基本台帳等 

（1） 戸 籍 

ア 本籍数及び本籍人口（令和７年３月末現在） 

本 籍 数 ３１，３４５ 本 籍 人 口 ８０，６８３ 

 

  イ 処理件数（令和６年度） 

種 類 件 数 

新 戸 籍 編 製 ５８０ 

戸 籍 全 部 消 除 ４８６ 

合 計 １，０６６ 

 

ウ 戸籍謄本・抄本等交付件数（令和６年度） 

種 類 
件        数 

有 料 無 料 計 

謄 本 

戸 籍 ８，２９９ １，４４７ ９，７４６ 

除 籍 ３，６２１ １，９７０ ５，５９１ 

戸籍広域 ３，５９３ ２３５ ３，８２８ 

除籍広域 ４，５８５ ７２８ ５，３１３ 

小 計 ２０，０９８ ４，３８０ ２４，４７８ 

抄 本 

戸 籍 １，４６６ ８２ １，５４８ 

除 籍 ３８ ６ ４４ 

小 計 １，５０４ ８８ １，５９２ 

記 載 

事 項 

証 明 

戸 籍 ０ ０ ０ 

除 籍 ０ ０ ０ 

小 計 ０ ０ ０ 

受 理 証 明 等 ３０９ ０ ３０９ 

届 書 に 基 づ く  

証  明 
４８ ２ ５０ 

閲 覧 ０ ０ ０ 

符号 
戸 籍 １ ０ １ 

除 籍 ０ ０ ０ 



小計 １ ０ １ 

合 計 ２１，９６０ ４，４７０ ２６，４３０ 

 （各市民センター等での交付件数を含む。） 

  ※戸籍広域及び除籍広域は、令和６年３月から交付開始。  

 

エ 届出事件数（令和６年度） 

種 類 本 籍 人 非 本 籍 人 計 

出 生 ２５９ ２５２ ５１１ 

国 籍 留 保 ３ １ ４ 

認 知 ２ １ ３ 

養 子 縁 組 ３１ １ ３２ 

養 子 離 縁 ８ １ ９ 

法７３条の２ ０ ０ ０ 

婚 姻 １６７ ８４ ２５１ 

離 婚 １１６ ２９ １４５ 

法 ７ ７ 条 の ２ ５２ １６ ６８ 

親 権 ・ 後 見 ０ ０ ０ 

死 亡 ５４７ ６６０ １，２０７ 

失    踪 １ ０ １ 

復 氏 １ ０ １ 

姻 族 関 係 終 了 １ ２ ３ 

入 籍 ９７ １８ １１５ 

分 籍 ４ ０ ４ 

国 籍 取 得 ０ ０ ０ 

帰 化 ３ １ ４ 

国 籍 喪 失 ０ ０ ０ 

国 籍 選 択 ０ １ １ 

氏 の 変 更 ８ ０ ８ 

名 の 変 更 ４ ０ ４ 

転 籍 ２０６ ４ ２１０ 



訂 正 ・ 更 正 ２８ １ ２９ 

不 受 理 申 出 ２３ ０ ２３ 

そ の 他  ０ ０ ０ 

合 計 １，５６１    １，０７２    ２，６３３   

 

（2） 住民基本台帳 

  ア 世帯数及び人口（令和７年３月末現在） 

人 

口 

総 数 １０５，９４９ 

男 ５１，２２１ 

女 ５４，７２８ 

世 帯 数 ４７，５１８ 

 

  イ 届出事件数（令和６年１月～令和６年１２月） 

種 類 件 数 

出 生 ４７８ 

死 亡 １，０３６ 

転 入 ２，８０３ 

転 出 ３，１３７ 

転 居 ９４３ 

世 帯 変 更 ８３３ 

 職 権 記 載  １，５３９ 

合 計 １０，７６９ 

 

  ウ 戸籍の附票処理件数（令和６年１月～令和６年１２月） 

種 類 件 数 

記 載 ８，００８ 

消 除        １，６９７ 

合 計 ９，７０５ 

 

 

 

 



  エ 住民票の写し等交付件数（令和６年度） 

種 類 
件 数 

有 料 無 料 計 

住 民 票 の 写 し ３７,３１１ １，８０７ ３９，１１８ 

戸 籍 附 票 の 写 し １，６９７ １，７４９ ３，４４６ 

記 載 事 項 証 明 ５２４ １，２９１ １，８１５ 

閲 覧  ３６３  ３，４７４  ３，８３７  

合 計  ３９ ,８９５  ８，３２１  ４８ ,２１６  

（各市民センター等での交付件数を含む。住民票の写しは、行政証明書発行機、コン

ビニエンスストアでの交付件数を含む。） 

 

（3） 中長期在留者住居地届出等事務 

  ア 住居地の届出等件数（令和６年１月～令和６年１２月） 

取  扱  種  別 件          数 

中期在留者新規上陸後の住居地届出 ２５７ 

在留カード後日交付者の新規上陸後の

住居地届出 
０ 

中長期在留者への在留資格変更に伴う 

住居地届出 
１２ 

中期在留者の住居地変更届出（転入） ２４９ 

中期在留者の住居地変更届出（転居） １０１ 

特別永住者の住居地変更届出（転入） ９ 

特別永住者の住居地変更届出（転居） １ 

合     計 ６２９ 

 

  イ 特別永住者証明書の交付等件数（令和６年１月～令和６年１２月） 

取  扱  種  別 件          数 

特別永住許可申請並びに特別永住許可

書及び特別永住者証明書の交付 
０ 

住居地以外の記載事項の変更 ０ 

有 効 期 間 更 新 ３１ 

再   交   付 ２ 



特 別 永 住 者 証 明 書 の 返 納 ９ 

合     計 ４２ 

 

（4） 印鑑登録 

  ア 印鑑登録人口（令和７年３月末現在） 

印 鑑 登 録 人 口 ６８，５９５ 

   

イ 申請事件数（令和６年度） 

種 類 件 数 

登 録 ３，０３５ 

除    

印 

廃 止 ６９９ 

死 亡 ・ 転 出 ・ そ の 他 ２，４９２ 

合 計 ６，２２６ 

  

ウ 印鑑登録証明交付件数（令和６年度） 

種 類 
件 数 

有 料 無 料 計 

印鑑登録証明 ２８，１４８ ４  ２８，１５２ 

（各市民センター等での交付件数を含む。行政証明書発行機、コンビニエンスス

トアでの交付件数を含む。） 

 

（5） 自動車臨時運行許可 

  ア 臨時運行許可数（令和６年度） 

臨 時 運 行 許 可 ９２４ 

 

（6） 税務証明 

  ア 税務証明交付件数（令和６年度） 

種 類 
件 数 

有 料 無 料 計 

所 得 ・ 課 税 証 明 ８,２６７ ５８６ ８,８５３ 

所 得 事 項 証 明 ３ ０ ３ 

評 価 証 明 ４，０３６ ３５ ４，０７１ 

営 業 証 明 ６ ０ ６ 



納 税 証 明 １，４３４ ０ １，４３４ 

軽自動車納税証明 ０ ９３２ ９３２ 

合 計 １３,７４６ １，５５３ １５,２９９ 

（各市民センター等での交付件数を含む。所得・課税証明は、行政証明書発行機、

コンビニエンスストアでの交付件数を含む。） 

 

（7） 人口動態調査 

  ア 調査票作成件数（令和６年度） 

種 類 件 数 

出 生 ５１９ 

死 亡 １，２０６ 

婚 姻 ２５４ 

離 婚 １４５ 

死 産 ７ 

合 計 ２，１３１ 

 

（8） 公的個人認証サービス 

ア 電子証明書発行件数（令和６年度） 

種 類 件     数 

署名用電子証明書 

（個人番号カード） 
１２,９２３ 

利用者証明用電子証明書 

（個人番号カード） 
１０,３４７ 

※令和５年度より累計件数から年間件数に変更 

 

（9） 本人通知制度 

  ア 制度の概要 

    住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した

場合に、事前に登録をされている人に対して、証明書を交付した事実を通知す

る制度（平成 24 年 10 月 1 日施行）。 

 

  イ 登録件数（令和７年３月末現在） 

登 録 件 数 １，０４１ 

  

  ウ 通知件数（令和６年度）    



通 知 件 数 ５３ 

 

（10） 住民基本台帳制度におけるＤＶ等被害者等への支援措置 

ア 制度の概要 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準

ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する

事務で、申出の相手となる者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の

写しの交付並びに戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用してそれらの行

為の被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る。 

                       

イ 支援者数（併せて支援を求める者を含む、令和７年３月末現在） 

三 田 市 措 置 １１５ 

他市区町村措置 １０９ 

合     計 ２２４ 

 

（11） 住民基本台帳法第３４条第２項に基づく調査 

   市長が必要と認めるときは、住民票に記載されている事項についての調査を行

う。 

  ア 調査件数（令和６年度） 

調 査 件 数 ８（職権消除０件） 

 

（12） 個人番号カード 

ア 発行状況（令和７年３月末現在） 

①  人 口 
②  申請数 

（累計） 

申請率 

（②÷①） 

③  交付数 

（累計） 

交付率 

（③÷①） 
④  保有枚数 

保有率 

（④÷①） 

107,208 111,985 104.46％ 100,444 93.69％ 87,023 81.2％ 

 ※保有枚数：現に保有されているカードの枚数（交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの） 

  イ 個人番号カード／個人番号関係申請・届出件数（令和６年度） 

申 請 ・ 届 出 件 数 

個人番号カード再発行（有料） ５３０ 

個人番号カード再発行（無料） ２１０ 

個 人 番 号 カ ― ド 廃 止 届 ３５２ 

表 面 記 載 事 項 変 更 届 

（転入、転居同時届出を除く） 
６９０ 



一 時 停 止 解 除 届 ６７ 

返       納       届 １４ 

在留期間更新に伴う有効期間変更届 １３０ 

暗証番号変更・再設定申請 ５，８４４ 

個 人 番 号 変 更 請 求     １ 

 

（13） 証明書コンビニ交付サービス 

   市民の利便性の向上と個人番号カードの普及促進を図るため、平成２９年２月

８日より証明書コンビニ交付サービスを開始。 

  ア 証明書種類別交付件数（令和６年度） 

種 類 合  計（うち行政証明書発行機件数） 

住 民 票 の 写 し １８，１８２   （１,２８２） 

印 鑑 登 録 証 明 書 １７，４２５   （１,６７０） 

所得・課税証明書 ３，５３６     （４０７） 

合 計 ３９，１４３  （３,３５９） 

※ 利用時間 コンビニ交付：6 時 30 分～23 時（土日祝含む） 

       行政証明書発行機:8 時～23 時（土日祝含む）（令 和 ６ 年 １ ０ 月 末 日 撤 去） 

 

（14） おくやみコーナー 

   死亡に伴う各種手続き 

   利用件数（令和６年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 合計 

71 84 78 76 65 85 86 83 83 109 104 99 1,023 

     

２ 国民年金制度 

（1） 被保険者の状況（令和７年３月末現在） 

  ア 被保険者数 

（ァ） 第１号被保険者数 １０，０１３人［前年同期比較１３１人減］ 

    （２０歳～６０歳未満の自営業・無職の人・学生等） 

（ィ） 第３号被保険者数  ６，９７１人［前年同期比較６８５人減］ 

（ ２ ０ 歳 ～ ６ ０ 歳 未 満 の サ ラ リ ー マ ン の 妻 等 厚 生 年 金 等 加 入 者 の     

被扶養配偶者） 

（ゥ） 任 意 加 入 者    ２９９人［前年同期比較  ７人減］   



    （６０歳以上・海外滞在日本人等任意加入者） 

      合 計 １７，２８３人［前年同期比較人８２３減］ 

 

イ 付加年金加入者 

       強制             ４人（農業者年金の被保険者） 

       任意           ９０４人（任意加入者） 

 

（2） 国民年金保険料関係及び免除状況（令和７年３月末現在） 

  ア 保険料（月額） 

      令和６年４月～令和７年３月 

        定額１６，９８０円   付加１７，３８０円 

  イ 免除状況 

      法 定 免 除 者           ８３７人 

      申 請 免 除 者        １，６１２人 

［内訳：全額免除 １，４０５人 3／4 免除 １０７人 半額免除 ６６人  

1／4 免除 ３４人］ 

      若年者納付猶予者           ６４３人 

      学 生 納 付 特 例 者        １，８２７人 

 

（3） 事業の状況（令和６年度） 

  ア 年金相談（偶数月の第３火曜日 社会保険労務士による一般相談） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合 計 

相談件数 ４ ― ２ ― ２ ― ２ ― ５ ― １ ― １６ 

             

  イ 裁定関係受付進達件数 

区 分 件 数 

老 齢 基 礎 年 金 （繰り上げ） ０ 

老 齢 基 礎 年 金（６５歳本来） １２ 

老 齢 基 礎 年 金 （繰り下げ） ０ 

通  算  老  齢  年  金 ０ 

未  支  給  ・  死  亡  １３ 

障  害  基  礎  年  金 ３６ 

遺  族  基  礎  年  金 ０ 

寡  婦  年  金 ０ 

死  亡  一  時  金 ３ 



そ   の   他  １４ 

合         計 ７８ 

 

  ウ 資格異動関係受付進達件数 

区 分 件 数 

資 格 取 得（20 歳新規取得除く） １，３５２ 

資 格 喪 失 ９７ 

付   加  得    喪 ３２４ 

合   計  １，７７３ 

 



 

 

環境政策課 

 

１ 三田市環境基本計画 

  環境の保全と創造に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、平成30年3月に「第３次 

三田市環境基本計画」を策定し市が目指す環境将来像「人の環（わ）で自然と暮らしを紡ぐまち三田」

の実現を図るため、様々な施策を推進している。  

 令和4年度に、環境審議会の審議、パブリックコメントなどを経て第4次三田市環境基本計画を策定 

した。 

 

ア 環境審議会の開催（令和6年度） 

環境審議会委員12名 

（任期：令和4年9月1日～令和6年8月31日、令和6年9月1日～令和8年8月31日） 

 日時 議事内容（抜粋） 出席者数 

第１回 
令和6年8月21日（水） 

16:00～17:30 

① 第4次三田市環境基本計画の進捗管理

について 

② さんだゼロカーボンシティ推進計画

の策定について 

7人 

第２回 
令和6年12月25日（水） 

16:00～17:30 

① 会長・副会長の選任 

② 第4次三田市環境基本計画の概要に

ついて 

③ さんだゼロカーボンシティ推進計画

の概要について 

12人 

 

２ ゼロカーボンシティの推進 

   令和3年6月3日市議会定例会の市長提案説明において、2050年ゼロカーボンシティの表明を行った。

ゼロカーボンシティ実現に向けて、さんだゼロカーボンシティ推進計画の内容に沿って、取組を

推進している。 

 

（１） さんだゼロカーボンシティ推進計画（地球温暖化対策実行計画 区域施策編） 

  ア 将来像：オール三田で未来を紡ぐ ～ゼロカーボンシティの実現～ 

    基本理念：三田市でCO2の排出をみんなと一緒に０にしよう！ 

イ 実行計画期間 :令和５（2023）年度～令和１２（2030）年度 

ウ 計画の対象範囲：市域全体を対象とし、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門、

廃棄物分野ごとにCO2排出量把握 

エ CO2排出量削減目標：2030年度までに2013年度比で49％削減（さらに50％以上の削減に挑戦）。

2050年度にゼロカーボンシティを実現 

オ 再生可能エネルギー導入目標：2030年度までに太陽光発電の導入比16％ 

 

 



 

 

（２）さんだエコプラン（地球温暖化対策実行計画 事務事業編） 

  さんだゼロカーボンシティ推進計画を踏まえ、令和5年度に第4次さんだエコプランを策定した。

さんだエコプランは市の事務事業を期限とする温室効果ガス排出状況の把握や、温室効果ガスの抑

制の取組事項をとりまとめた計画であり、ゼロカーボンシティの実現に向けて、三田市が市域の一

事業所として、事務事業に伴い排出する温室効果ガスの抑制に率先して取り組むことを目的として

策定している。 

 

ア 実行計画期間 :令和６（2024）年度～令和１２（2030）年度 

イ 対象施設 :市長部局、市民病院事務局、教育委員会（指定管理者制度施設を含む） 

ウ 温室効果ガスの削減目標 

   市の事務事業の温室効果ガス排出量は、廃プラスチック焼却由来の温室効果ガスが半数以

上を占めているが、廃プラスチック焼却由来の温室効果ガスは、市内から排出されたごみを

焼却し発生した温室効果ガスであり、職員の努力では大幅な削減は見込めないため、廃プラ

スチック焼却と、それ以外（公共施設の電気などのエネルギー使用によって排出される「エ

ネルギー起源等」）に分けて整理している。削減目標は、さんだゼロカーボンシティ推進計

画で示された削減可能量と、省エネ法で達成を求められている中期的努力目標を踏まえ、全

体で基準年度比34.7%以上の削減（エネルギー起源等△59.1％、廃プラスチック焼却△9.6％）

を目指す。 

 平成25 
（2013）年度 
（基準年度） 

令和5 
(2023)年度 
（現状値） 

令和12 
(2030)年度 

（目標年度） 

基準年度比 
削減率 

①全体 31,566 29,990 20,610 -34.7% 

②エネルギー

起源等 
16,027 15,634 6,563 -59.1% 

エネルギー

起源CO2 
15,237 15,039 5,897 -61.3% 

CO2以外の温

室効果ｶﾞｽ 
790 595 666 -15.7% 

③廃プラスチ

ック焼却 
15,538 14,356 14,047 -9.6% 

 

（３） 節電の取り組み 

地球温暖化防止対策、省エネルギー対策推進の一環として、公共施設における節電の取り組み

を継続して実施した。 

【節電対策の取組み事項】抜粋  

空調管理の徹底 本庁舎については、中央監視システムにより適切な温度に調整する。 

照明削減の取り組み 

本庁舎の照明については、人感センサーの消灯設定時間を短縮した。ま

た、廊下等の執務スペース以外の照明について、使用時以外の消灯を徹

底した。 



 

 

屋外照明について、安全に影響のない範囲で消灯した。 

クールビズ・ウォーム

ビズの取り組み 

過度にならない範囲でクールビズ・ウォームビズの取り組みを実施した。 

・本庁舎以外の各公共施設についても、上記取り組み等を可能な限り準拠して実施した。  

 

（４） 再生可能エネルギー 

    再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、災害時等における電力供給の確保、市民への普

及啓発と地域経済の活性化を図ることを目的として、平成26年度に発電事業者の公募を行い、２施

設において公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業を実施した。 

 

   ア 対象施設   高平ふるさと交流センター、市営住宅西山団地2号棟 

   イ 事業者    アセス株式会社（所在地：岡山県津山市中北上1731-2） 

   ウ 発電開始   平成27年7月1日 

   エ 発電期間   20年間 

   オ 主な内容 

 項   目 高平ふるさと交流センター 市営住宅西山団地2号棟 

発 電 容 量 49.5kW 49.5kW 

災害時の電力供給 
非常用の独立電源約500VA 

（100VAコンセント9個） 

非常用の独立電源約500VA 

（100VAコンセント9個）  

啓発、環境学習 

・表示モニター（50インチ）の

設置［発電状況、行事予定］ 
― 

・地域イベント開催時等に環境教育、学習を実施予定 

施設年間使用料 

（20年間使用料） 

158,400円 

（3,168,000円） 

   95,040円 

（1,900,800円） 

その他の事項 

・屋根貸し事業により削減できる二酸化炭素（CO2）排出量に対し

て、温室効果ガス排出削減買い取り価格（カーボンオフセット）

制度に相応した金額を施設使用料に加え市へ納入          

年間:40,860円/年×2施設＝81,720円（20年間:1,634,400円） 

想定発電量 

・想定年間発電電力量 

       50,800kWh×2施設＝101,600kWh 

         （概ね一般家庭の24世帯分に相当） 

・想定年間CO2削減量 

    26,517.6㎏×2施設≒53,035kg-CO2 

 

（５） ゼロカーボンシティ推進の取組 

2050年ゼロカーボンシティの実現をめざして、地球温暖化対策の取組を推進した。 

 

ア さんだゼロカーボンシティロゴマーク（令和4年度～） 



 

 

市内の高校生を対象としたロゴマークの公募により、下記のロゴマークが決定した。 

ロゴマークは、公用車（EV車）のラッピング、ゼロカーボン関連広報刊行物、イベントなどに

活用している。企業での使用も可としており、市内企業の従業員送迎用EVバスへのラッピング、

イベント配布時のマイバッグへの印刷などに活用されている。 

【ロゴマーク】 

 

 

 

 

【キャッチコピー】 三田市でCO２の排出をみんなと一緒に０にしよう！ 

 

   イ さんだゼロカーボンシティ推進ポスター展 

さんだゼロカーボンシティの実現をめざして、一人一人が、地球温暖化対策や脱炭素行動を主

体的に考え、実際に取り組むきっかけとなるよう、未来を担う市内の小・中学生から「さんだゼ

ロカーボンシティ」をテーマにポスターを募集した。 

小学生の部１０名、中学生の部１７６名の応募があり、入賞作品各６点(小学生部門３作品・

中学生部門３作品)は、１０月１０日に表彰式を行い、その後下記の日程で展示を行った。 

展示場所： 令和６年１０月１１日～１０月２４日 市役所本庁舎1階ロビー 

   令和６年１１月１日～１１月１４日 ウッディ市民センター1階ギャラリー 

 

（６） レジ袋削減推進事業  

ごみ減量化の象徴的な取り組みである“レジ袋削減”に向けて、平成20年度から市民、事業者、

行政からなる「三田市レジ袋ゼロ推進懇話会」を設立し、懇話会及び市内事業者と「三田市にお

けるレジ袋削減に向けた取組みに関する協定（レジ袋削減協定）」を締結していたが、令和3年

度からのレジ袋有料化や令和5年3月に策定されたゼロカーボンシティ推進計画において、温室

効果ガスの排出源である可燃ごみに含まれるプラスチック類の削減のため、レジ袋や使い捨て

プラスチック製品等の使用削減を目指すとして、レジ袋削減運動を包含した取り組みを進める

こととなったため、本活動は一定の役割を終えたものと判断し、令和5年度をもって懇話会を解

散した。 

 レジ袋削減実績（令和5年度実績）：10,392,092枚 

 

（７）環境セミナー 

環境基本計画に掲げる「一人ひとりがより良い三田の環境を考え行動し、担い手をはぐくむまち

をつくる」の実現には、市民が環境についての認識を深め、積極的に取り組みを進めていく必要が

あるため、市民に学習機会を提供し、環境問題についての理解と関心を深め、環境に配慮した行動

を促進することを目的に開催している。 

 

ア 親子エコ・クッキング 

  私たちが毎日かかわる「食」を通じて買い物から片付けまで、環境のことを考えながら料理す

るエコ・クッキング講座を開催した。 



 

 

日    時：令和６年７月３０日（火曜日）9：00～15：30 

場    所：ハグミュージアム  

参加者数：３組７名  

 

イ ＬＥＤランタン 

世界に一つの自分だけのLEDランタンを組み立てながら、ゼロカーボンやくらしの中のエネル

ギーについて学ぶＬＥＤランタン講座を開催した。 

日    時：令和６年１２月２７日（金曜日）9：00～11：30 

場    所：市役所本庁舎３階３０３会議室 

参加者数：２０組３８名  

 

ウ 熱中症対策セミナー＆七夕ゼロカーボンチャレンジ（健康×ゼロカーボン×防災） 

地球温暖化による気候変動にどのように対応していくかを一人ひとりが考えるきっかけとす

ることを目的に、家族で参加できるイベントを、環境政策課、健康増進課、危機管理課の３課

で共同開催した。 

気候変動の対策として、「緩和（原因を少なく→ゼロカーボン）」と「適応（影響に備える→熱

中症予防、防災）」の両面からのアプローチとし、夏に向けての熱中症予防についてセミナー形

式で実施するとともに、子ども向けに、気候変動の原因を少なくするには自分に何ができるか

などを楽しく体験しながら考えてもらうワークショップを同時開催した。 

日    時：令和６年７月７日（日曜日）9：00～12：30 

場    所：ウッディタウン市民センター 

２階大集会室（熱中症セミナー）・多目的室（七夕ゼロカーボンチャレンジ） 

参加者数：セミナー６３名、七夕ゼロカーボンチャレンジ２１名、一時保育１名 計８５名 

※七夕ゼロカーボンチャレンジは、セミナー参加者の子ども。 

 

（８） クールアース・デーの取り組み 

日頃、明るい照明の下での暮らしに慣れた私たちが、照明を落とした中で生活することにより、

地球温暖化問題について考える契機とすることを目的に下記の取り組みを行った。 

ア ライトダウンキャンペーン 

夏至、七夕をライトダウンキャンペーンの実施日とし、市役所庁舎及び関連施設の照明を消す 

とともに、市民や事業者へ地球温暖化問題について考える契機とするよう呼びかけを行った。 

 

（９） 緑のカーテン 

つる性植物を建物壁面等にはわせることにより、夏季の室内温度上昇を抑制し、空調効率の向

上を図る緑のカーテンの取り組みを推進している。 

３ 公害防止 

（１）苦情件数（種類別） 

年度 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 
騒音 振動 

地盤 

沈下 
悪臭 

廃棄物 

投棄 
その他 合 計 



 

 

令和２年度 3 8 1 15 0 0 66 26 0 119 

令和３年度 4 5 0 6 0 0 64 21 0 100 

令和４年度 0 7 0 16 2 0 98 42 0 165 

令和５年度 1 23 0 16 0 0 96 54 0 190 

令和６年度 0 4 0 4 0 0 74 37 0 119 

 

（２）  特定施設の設置等にかかる届出について 

    特定施設とは、工場・事業場において設置された施設のうち著しく騒音又は振動を発生する施設

であって、特定施設を設置等しようとする場合は届出が必要とされる。 

   【特定施設設置等届出件数（令和6年度）】 

 騒   音 振   動 悪 臭 

法 律 県条例 計 法 律 県条例 計 県条例 

設置届 3 8 11 4 0 4 0

数変更届 11 24 38 6 0 6 0

全廃届 1 0 1 0 0 0 0

計 54 32 50 10 0 10 0

 

（３） 特定建設作業にかかる届出について 

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で

あり、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合は届出が必要とされる。 

  【特定建設作業実施届出件数（令和6年度）】 

特定建設作業の種類 
騒   音 振   動 

法 律 県条例 計 法 律 県条例 計 

くい打機を使用する作業 5  1 6 5 0 5 

さく岩機を使用する作業 15 0 15 ― ― ― 

ブレーカーを使用する作業 ― ― ― 38 0 38 

空気圧縮機を使用する作業 6 0 6 0  0 0 

掘削機械を使用する作業 41 166 207 0 0 0 

その他の特定建設作業 4 1 5 0 0 0 

計 71 168 239 43 0 43 

・「―」は該当がないため、届出不要    

（４）光化学スモッグ、PM2.5（微小粒子状物質）への対応 

   光化学スモッグ及びPM2.5による被害を防止するため、光化学オキシダント濃度及びPM2.5濃度

に応じて広報を発令する等の対応を、兵庫県に準じて定めている。 



 

 

ア 光化学スモッグ広報等発令状況：令和6年度は発令なし 

   イ PM2.5注意喚起発信状況：令和6年度は発信なし 

 

（５）公共用水域水質測定 

市内の17河川１湖沼を対象に28地点で水質測定を実施 

ア 調査項目 

（ア）一般項目 

気温、水温・全地点 2～12回／年 

（イ）生活環境項目 

外観、透視度、臭気、ｐＨ（水素イオン濃度）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）（ただし、 

湖沼はＣＯＤ（化学的酸素要求量））、ＤＯ（溶存酸素量）、ＳＳ（浮遊物質量）、大腸菌数 

・全地点 2～12回／年 

（ウ）健康項目 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀 

・実施地点 武庫川、内神川、古城川、西谷川、大原川、大排水路、池尻川の各河川の流末 

地点等  2回／年 

（エ）農業用水項目 

全窒素、電気伝導度、銅、亜鉛 

実施地点 山谷川、池尻川の各河川の流末地点、及び須丸川の上内神橋  2回／年 

 

イ 測定結果 

項目によっては測定時期ごとに変動があるが、例年の状況と大きな変化はなく、全体的に良

好な状態を維持している。 

 

（６）公害防止協定の締結 

  三田市環境基本条例の規定に基づき、事業者の事業活動に伴って発生する公害を防止し、地域住 

民の保護と快適な生活環境を保全するため事業者と協定を締結している。 

  ・公害防止協定締結事業者 80社（令和6年度末） 

テクノパーク・第二テクノパーク56社、インダストリアルパーク14社、その他の地域10社 

 

（７）環境サポートセンターの設置 

  野外焼却をはじめ公害苦情処理等を迅速に対応するため、また市民に分かりやすい窓口の一本化 

を図るために、平成31年4月1日から設置。 

  （業務）・野外焼却等公害の監視、測定及び公害防止協定の指導並びに公害に関する苦情、その他 

意見の処理に関すること 

・廃棄物の不法投棄対策に関すること 

・特定外来種（例：アライグマ、オオキンケイギク、クビアカツヤカミキリ 等）に関すること等 

 

４ 環境美化 

（１）さんだクリーンサポーター 



 

 

不法投棄を未然に防止し、環境美化意識の高揚を図るため、平成７年度から環境美化推進員制度

を設置してきたが、「さんだクリーンサポーター」登録制度に改め、団体での登録も可能とした。 

さんだクリーンサポーターは令和６年度末現在、56名の個人と23の団体が登録されており、ボラ

ンティア活動として地域での清掃活動やパトロールによる啓発活動の他、全体活動として市内主要

駅前での啓発活動や清掃などの取り組みを行っている。 

 

（２）千丈寺湖の環境を守る条例（千丈寺湖等監視対策事業） 

千丈寺湖の環境を守る条例（平成14年９月１日施行）の順守事項等の実効性を図るため、千丈寺

湖周辺のパトロールを実施。千丈寺湖の湖面及び周辺公園等の利用者に対して、啓発指導を行った。 

 

（３）環境美化パトロールの実施 

市内における不法投棄の防止を目的として、環境美化パトロールを実施した。令和６年度下半期

から業者委託により実施をしている。 

当パトロールは、日々、市内を巡回監視することにより、不法投棄に関する情報収集、関係機関

との連絡調整、不法投棄防止啓発看板の設置、不法投棄者の調査などを実施し、市内から不法投棄

の一掃に向けた啓発活動を行っている。 

 

環境美化パトロール活動実績 

 廃棄物等回収量 
不法投棄防止 

啓発看板設置数 

令和３年度 2,120kg      10件 

令和４年度 2,040kg 16件 

令和５年度 2,010kg 13件 

令和６年度 1,469kg 14件 

 

 

（４）家電リサイクル法対象品目不法投棄台数 

（環境美化パトロール等による回収数） 

 エアコン テレビ 
洗濯機 

乾燥機 
冷蔵庫等 合 計 

令和３年度 1 2 3 4 10 

令和４年度 0 11 1 3 15 

令和５年度 0 1 1 1 3 

令和６年度 0 4 7 4 15 

 



 

 

 

５ 生活衛生 

（１） 犬の登録及び狂犬病予防注射の状況                       （単位：件） 

年 度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

登録頭数 6,018 5,807 5,662 5,539 5,567 

狂犬病予防注射頭数 5,292 5,194 5,051 4,825 4,682 

 

（２） イエローカード・イエローチョーク作戦（犬のふん放置対策事業） 

地域住民と協力し、区・自治会等が主体となって取り組む犬のふん放置対策事業。放置された

犬のふん近くにイエローカードを置き、地域ぐるみで犬のふん放置対策に取り組んでいることを

飼い主に認識させ、飼い方マナーの向上と犬のふんの放置がなくなることを目指す。令和元年度

からは、放置された犬のふん近くにイエローチョークで印や発見日時を書くイエローチョーク作

戦も開始した。市は、区・自治会の希望に応じて実施に必要なグッズを提供した。 

 

（３） 飼い主のいない猫を減らす取り組み 

飼い主のいない猫によるふん尿被害等を減らす取り組みとして、地域住民と飼い主のいない

猫との共生をめざし、不妊去勢手術で飼い主のいない猫を一代で終わらせ、減らしていく取り組

みであるＴＮＲ活動を推進している。ＴＮＲ活動後は、地域住民が手術済の猫を一定のルールに

基づき、えさやりやふん尿の世話など責任をもって行う「地域猫」活動の啓発を行っている。 

 

ア 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金制度（令和3年度～） 

ＴＮＲ活動の推進をはかるべく、「三田市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金制度」を

開始した。また、当補助金の申請者のうち希望者には無料で捕獲器の貸し出しを行っている。 

 

イ 猫よけ器の貸し出し（令和6年度～） 

 市民の庭などに侵入する猫のふん尿等の被害を軽減するため、希望者には無料で猫よけ器の

貸し出しを行っている。 

 

（４） 衛生害虫等の駆除 

害虫駆除用薬剤を要望のある区・自治会に配布した（50区・自治会）。また、薬剤散布用の機械 

（クリーンスプレアー等）を区・自治会に貸し出しを行った。 

 

６ 墓地 

（１）  三田市霊苑（平成9年度より供用開始） 

ア 所在地    三田市下槻瀬字小豆畑748－１ 

イ 全体面積   62,069㎡(うち、墓所面積9,566㎡ 最終区画数1,792区画) 

ウ 管理事務所  敷地面積454.20㎡ 建築面積129.20㎡ 



 

 

エ 開苑時間    午前9時～午後5時（8月7日から8月16日までは午前8時～午後6時、 

1月7日から１月31日までは午前9時～午後4時） 

オ 個別墓所 

(ア) 整備面積   第１工区面積24,676㎡(うち墓所面積4,130㎡) 

(イ) 整備区画   920区画（１区画：３㎡）１－１号 514区画 １－２号 406区画 

(ウ) 使用許可数  

年 度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

第１工区 

（920区画） 

単年度許可数 15 10 8 10 4 

累計許可数 843 848 852 857 853 

       ※令和6年度に返還8区画あり。 

カ 合葬式墓所 令和2年度整備(一時安置室 800体、合葬室 3,000体)。令和3年4月供用開始。 

使用許可数 

年 度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

単年度許可数 308 82 103 107 

累計許可数 308 390 493 600 

 

（２） 市営墓地の状況 

公共事業の施工に起因して廃止し、移転する必要が生じた墓地を、市営墓地として設置及び 

管理している。（16墓地） 

 

７ 火葬場 

（１） 三田市聖苑 

ア 所在地   三田市下槻瀬字小豆畑748－１ 

イ 敷地面積  3,623㎡ 

ウ 建築面積  1,625㎡ 

エ 設置内容  火葬炉５基、汚物炉１基、動物炉１基 

（２） 火葬等状況 

ア 火葬炉 

年 度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

市内利用者  845  989 997 898 1,043 

市外利用者   534   552 635 715 685 

計 1,379 1,541 1,632 1,613 1,728 

イ 汚物炉 

年 度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

件 数 5 6 4 7 13 



 

 

ウ 動物炉 

年 度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

件 数 1,402 1,401 1,305 1,384 1,378 

 

（３） 火葬炉稼働状況 

年 度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

利用件数 1,379 1,541 1,632 1,613 1,728 

稼働率 38.1% 42.6% 45.0% 44.4％ 47,6％ 

火葬場休苑日：１月１日・１月３日・８月15日 

稼働率＝利用件数(1,728件)÷開苑日数(363日)÷１日の最大火葬可能件数（10件） 

 

（４） その他 

ア 指定管理者制度により管理運営 

イ 指定管理者  さんだ斎苑管理グループ 

ウ 指定期間   令和7年4月1日 ～ 令和12年3月31日 



 

 

クリーンセンター 

１ 施設概要  

(1）クリーンセンター 

      所在地     三田市香下 1676 番地 

     敷地面積    15,778 ㎡ 

     着工      平成元年 9 月 21 日 

     竣工      平成 4 年 3 月 20 日 

     （新ごみ処理施設建設中 令和 10 年 10 月竣工予定） 

ア 焼却施設 (ア) 焼却炉  形式  全連続燃焼式ストーカ炉 

(イ) 処理能力 210t/24h (105t×2 炉) 

(ウ) 工場棟  鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 

4 階建・延床面積 4,600 ㎡ 

イ 粗大施設 (ア) 処理能力 30t/5h 

(イ) 処理対象ごみ a 粗大ごみ 

b 不燃ごみ 

(ウ) 選別方式 機械選別 

(エ) 選別種類 4 種（鉄・アルミ・可燃物・不燃物） 

(オ) 破砕機    a 剪断式破砕機  

b 回転式破砕機 

(カ) 工場棟   鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 

ウ 管理事務所※ (ア) 建屋構造  鉄骨造 2 階建 延床面積 893 ㎡ 

(イ) 主な設備  事務室・会議室・収集職員詰所・ 

         休憩室・更衣室・浴室・その他 

エ その他の施設 (ア) 車庫棟※   2 棟（普通車 4 台・収集車 14 台収納） 

(イ) 計量棟   鉄骨造平屋建 延床面積 16 ㎡ 

オ リサイクルハウス※ 

 

(ア) 建屋構造  鉄骨造平屋建 延床面積 98.8 ㎡ 

(イ) 着工      平成 6 年 10 月 17 日 

(ウ) 竣工    平成 7 年 3 月 26 日 

カ リサイクルセンター 

ペットボトルの選別・圧縮 

(ア) 所在地   三田市香下 1892 番地 

(イ) 敷地面積  2,419 ㎡ 

(ウ) 建屋構造  鉄骨造 2 階建（地下１階） 

(エ) 延床面積  1,347 ㎡ 

(オ) 処理能力  1.5t/日（ペットボトル） 

(カ) 着工    平成 9 年 9 月 25 日 

(キ) 竣工    平成 10 年 6 月 30 日 

   

※ 新 ご み 処 理 施 設 建 設 工 事 に 伴 い 、 令 和 6 年 12 月 撤 去 、 解 体 済 。  

こ れ に 伴 い 管 理 事 務 所 は 、 「 ア 焼 却 施 設 」 工 場 棟 内 に 移 転 済 。  

( 2 )環 境 セ ン タ ー  

     所在地    三田市下田中578番地 

     敷地面積   7,848㎡ 

     建物面積   1,462.79㎡ 

     建設費    1,366,185,450円 

     処理方法   浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式 

     着  工   平成20年3月 

     竣  工   平成22年3月 

     処理能力   日量44kl 



 

 

 

２ 収集機材  

２ ｔ 圧 縮 式 収 集 車 2 台  軽 ト ラ ッ ク 1 台 

４ ｔ 圧 縮 式 収 集 車 1 台  ショベルローダー 2 台 

３ ． ５ t リフトダンプ 2 台  フォークリフト 2 台 

２ ｔ ダ ン プ 2 台    

 

３ 組織及び職員数（令和7年3月31日現在；委託・再任用・臨時職員を含む） 

   ○内数字は職員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数計 64名（正規職員19名 再任用職員8名 会計年度1名 委託職員36名） 

 

４ ごみ収集量及び搬入量                （単位：ｔ） 

項   目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

直 

 

営 

可燃物 2,913 1 2 1 

不燃物 158 0 0 0 

粗大 99 156 146 133 

ペットボトル 21 0 0 0 

委 

 

託 

可燃物 16,409 18,784 17,867 17,215 

不燃物 682 727 669 600 

粗大 1 0 0 0 

ペットボトル 90 112 106 109 

空きびん 420 519 529 520 

古紙 91 89 72 67 

許可業者 6,589 6,837 6,771 6,789 

直接搬入 3,001 2,030 1,883 1,565 

合   計 30,474 29,253 28,045 26,999 

 

業務担当 

（委託先） 

大栄環境株式会社㉝ 

班長③ 主査⑤ 

主任① 再任用⑤ 

（委託先） 

大栄環境株式会社③ 

し尿処理施設 

（委託） 

ごみ焼却施設 

粗大施設 

（委託） 

所長①  課長①       

統括作業長① 
事務所 

係長②  主任③      

事務職員①  

再任用③ 会計年度① 



 

 

 

５ 一般廃棄物収集運搬委託 

 

可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル・びん 

業者名 三田環境整備事業協同組合 （三田市東山１１４２番地１） 

区 域 市内全域 

世帯数 47,518 世帯（人口 105,949 人）[令和 7年 3 月末現在] 

 

６ 一般廃棄物許可業者  

 

 （収集運搬） 

業者名 主たる事業所の所在地 

株式会社アークス 三田市東山 1142 番地 1 

株式会社ユニオン 三田市中央町 11 番 7-2 号 

株式会社美濃ラボ 岐阜県海津市平田町今尾 1195 番地の 1 

株式会社白燕 三田市大畑 196 番地 

有馬運輸株式会社 三田市中町 2 番 10 号 

 

 

（処分） 

業者名 主たる事業所の所在地 

株式会社中西商店 三田市末 1487 番地 

三田チップ株式会社 三田市上井沢 49 番地 

 

 

７ ごみ減量化・資源化事業 

（1）「第 4 次三田市一般廃棄物処理基本計画」の推進 

平成 30 年度から令和 9 年度の 10 年間を計画期間として策定した「第 4

次三田市一般廃棄物処理基本計画」については、令和 5 年度に中間見直し

を行い、持続可能な循環社会と低炭素社会の実現を目指すため、廃棄物の

一層の発生抑制と再使用・再生利用を促進する。 

    令和 5 年度において、燃やすごみ袋・大の指定ごみ袋の材質を、より環

境負荷の低減が期待できるバイオプラスチック製に変更したほか、家具類、

電化製品などの不用品リユース（再使用）促進に向け、株式会社マーケッ

トエンタープライズが運営する不用品買取プラットフォーム「おいくら」

の活用を開始している。 

 

 

 

 



 

 

 【令和 6 年度実績】                     （単位：ｔ） 

    Ｈ28 Ｒ4 Ｒ6 Ｒ9 

    基準値 中間目標値 実績値 最終目標値 

人 口   113,309 111,445 105,949 105,762 

ごみ 

排出量 

家庭系燃やすごみ 19,947 18,442 17,401 16,811 

事業系燃やすごみ 9,899 9,445 7,235 8,023 

粗大ごみ 854 872 1,011 909 

燃やさないごみ 919 908 656 742 

ペットボトル 117 110 111 327 

空きびん 595 582 520 312 

再生資源集団回収 3,602 3,979 2,498 4,108 

水銀ごみ - - 17 7 

エコキャップ   4 4 4 4 

使用済小型家電ボックス 14 24 12 24 

廃食用油回収 16 21 7 10 

古紙 102 74 67 57 

認可・指定業者等処理

（破石、剪定枝等） 
719 763 2,314 1,344 

合   計 36,789 35,223 31,853 32,769 

再生 

利用 

資源化 5,680 6,054 6,106 6,420 

再生利用率 15.4% 17.2% 19.2% 19.6% 

焼 却 処 理 30,487 28,528 25,382 29,532 

最終処分（埋立） 4,748 4,468 3,079 3,232 

※端数処理のため、各数値を足し合わせたものと合計値が一致しないことがあります。 

    

(2) 家庭系ごみ減量化・資源化の推進 

  ア 3R 促進ポスターコンクールの募集 

    全国の小中学生を対象とした環境省と 3R 活動推進フォーラムが主催する 3R

促進ポスターコンクールを募集した。小学生 1･2 年、3･4 年、5･6 年、中学生

の各部で最優秀賞 1 作、優秀 3 作、佳作 10 作が選ばれる。 

      (ア)三田市からの応募総数  小学生 14 名、中学生 11 名 

 

イ エコキャップ運動の支援 

    ペットボトルのキャップを集めて世界のこどもたちにワクチンを贈るボラ

ンティア活動（エコキャップ運動）が全国的に行われていることから、本市

においても市内の公共施設 16 箇所に回収ボックスを設置し、保育所、幼稚

園、学校、児童クラブ、区・自治会、企業などのエコキャップ運動の支援に

取り組んでいる。集まったキャップの売却益は公益財団法人「日本ユニセフ

協会」に寄付しワクチン購入費用に充てられている。 



 

 

   【エコキャップ運動実績】 

 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

回収量 3,800 ㎏ 4,520 ㎏ 4,380 ㎏ 4,010 ㎏ 

経口ポリオワ

クチン本数 
480 本 1,120 本 1,400 本 560 本 

焼却時 CO₂ 発

生量換算※ 
11,970 ㎏ 14,238 ㎏ 13,797 ㎏ 12,632 ㎏ 

  （※）エコキャップ 1ｋｇを焼却処分すると 3.15 ㎏-CO₂ が発生。 

 

ウ 廃食用油リサイクル 

    固めたり、紙に吸わせたりして「燃やすごみ」として処理されている廃食

用油のリサイクルとごみの減量化を図るため、市内スーパーなど 3 店舗のリ

サイクル事業への取組みを支援した。 

    (ア)令和 6 年度回収量 7,440ｋｇ 

 

  エ 小型家電リサイクル 

法律で定められた電気器具 28 分類のうち、国がガイドラインにおいて指

定した「特定対象品目」について回収ボックスを家電販売店に設置し回収し

た。 

    (ア)令和 6 年度ボックス回収量 11,913ｋｇ 

 

(3) 事業系ごみ減量化・資源化推進事業 

ア 事業系一般廃棄物減量計画書及び事業系一般廃棄物管理責任者届出制度の

実施 

    三田市一般廃棄物処理基本計画及び同実施計画に基づき、事業系一般廃棄

物の排出抑制、再使用、再生利用の促進を図るため、月平均 2ｔ以上の事業

系一般廃棄物を排出する市内事業者を対象に、毎年度事業系一般廃棄物減量

計画書の提出と廃棄物管理責任者の届出を求めている。 

  (ア)減量計画書対象事業所数  55 事業所 

 

  イ 三田市ごみ減量・リサイクル推進優良事業所認定制度 

廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用に積極的に取り組んでいる市内の事

業所を「三田市ごみ減量・リサイクル推進優良事業所」として認定し、市内

事業所全体の廃棄物の減量化等への意識高揚と活動促進を図っている。 

 

(4) 資源ごみ集団回収運動奨励金事業 

    資源ごみ集団回収運動は自治会、ＰＴＡ、子ども会などの地域団体が、ごみ

の減量化・資源化を目的として、新聞や段ボール等の紙類、缶類、布類、びん

類などの資源を自主的に日時や場所・品目を決めて回収し、回収業者へ引き渡

すリサイクル活動。回収量に応じて奨励金を交付しており、令和 6 年度は 1 ㎏

につき 3.0 円を交付した。 

 



 

 

【集団回収運動奨励金事業実績】 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

団体数 84 81 78 80 76 

実施回数 788 773 753 774 742 

収集量(t) 3,287 3,107 2,855 2,656 2,498 

助成額(円) 9,765,246 9,320,001 8,565,933 7,969,002 7,494,546 

  

ア 令和 6 年度三田市資源ごみ集団回収団体優秀団体表彰 

「富士が丘 6 丁目自治会」 

「リサイクル倶楽部ディアコルモ」 

「アトレ三田ウッディタウン管理組合」 

 

(5) 緑のリサイクル事業 

   クリーンセンターで焼却処分されていた剪定枝や伐採木を再生可能な資源と

しチップ材や堆肥等へ活用する「緑のリサイクル事業」を推進する。 

 

ア 一般廃棄物再生利用業指定制度の実施 

平成 23 年度から一般廃棄物再生利用業指定制度(平成 23 年 4 月 1 日施行)

を創設し、この制度に基づき指定を受けた再生利用事業者は、剪定枝等をリ

サイクルする場合に限り、廃棄物の収集・運搬又は処分にかかる許可が不要

となるようリサイクル環境を整備し、2 事業者を指定。また、公園や街路樹等

の公共施設から発生する剪定枝についても、市が率先して、再生利用業の指

定を受けた事業者への業務委託等によりリサイクルを推進する。 

 

【再生利用事業者の受入実績】 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

受入量

(ｔ) 
711.33 1,286.96 2,068.40 2,043.28 2,211.03 

 

イ 剪定枝粉砕機の貸出し 

剪定枝粉砕機を市内小中学校へ貸し出すことにより、学校から発生する剪 

定枝をごみとして処分することなく、粉砕・チップ化することで堆肥原料や

植え込み樹木根元の雑草防止、土の乾燥予防等の広範な用途に活用するなど、

ごみ減量化・資源化に取り組んでいる。 

 

(6) 古紙の資源化収集事業（行政収集） 

   地域での資源ごみ集団回収運動を補完し、ごみの分別・資源化の徹底を図る

ため、平成 22 年度から下記収集地域において、古紙類（新聞、段ボール、雑

誌・その他の紙）の分別収集を実施。 

 

 



 

 

【古紙の資源化収集（行政収集）実績】              (単位㎏) 

  R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

収集地域 

三田、三輪、広

野、小野、高

平、藍、カルチ

ャータウン各地

区の一部 

三田、三輪、広

野、小野、高

平、藍、カルチ

ャータウン各地

区の一部 

三田、三輪、広

野、小野、高

平、藍、カルチ

ャータウン各地

区の一部 

三田、三輪、広

野、小野、高

平、藍、カルチ

ャータウン各地

区の一部 

三田、三輪、広

野、小野、高

平、藍、カルチ

ャータウン各地

区の一部 

新聞 36,530 39,300 35,060 26,520 24,020 

雑誌・その

他の紙 
28,380 26,910 28,220 24,200 22,330 

段ボール 20,910 24,410 25,280 21,330 20,440 

合 計 85,820 90,620 88,560 72,050 66,790 

 

８  指定ごみ袋安定供給事業 

ア 売払収入 

   (ｱ) 指定ごみ袋販売実績 

ごみ袋の種類 枚 数 金 額(円) 

燃やすごみ専用袋（大） 5,482,140 65,789,100 

燃やすごみ専用袋（小） 1,133,850 9,071,250 

燃やすごみ専用袋（特小） 169,590 848,220 

燃やさないごみ専用袋（大） 239,230 2,870,850 

燃やさないごみ専用袋（小） 74,010 592,110 

燃やさないごみ専用袋（特小） 20,230 101,240 

ペットボトル専用袋（大） 198,630 2,383,650 

ペットボトル専用袋（小） 27,800 222,400 

びん・スプレー缶専用袋（小） 118,800 950,400 

びん専用袋（特小） 53,810 269,080 

事業系燃やすごみ専用袋 380,860 14,060,120 

合 計 7,898,950 97,158,420 

 

(ｲ) 指定ごみ袋購入実績 

ごみ袋の種類 枚 数 金 額(円) 

燃やすごみ専用袋（大） 3,600,000 31,068,000 

燃やすごみ専用袋（小） 1,080,000 6,318,000 

燃やすごみ専用袋（特小） 180,000 734,400 

燃やさないごみ専用袋（大） 264,000 2,265,120 

燃やさないごみ専用袋（小） 96,000 657,600 

燃やさないごみ専用袋（特小） 24,000 113,520 

ペットボトル専用袋（大） 216,000 1,864,080 

ペットボトル専用袋（小） 38,400 263,040 

びん・スプレー缶専用袋（小） 24,000 164,400 

びん・スプレー缶専用袋（特小） 60,000 283,800 



 

 

事業系燃やすごみ専用袋 240,000 4,312,800 

小計  48,044,760 

消費税  4,804,476 

合 計 5,822,400 52,849,236 

 

(ｳ) その他指定ごみ袋作成にかかる経費         178,026 円 

通知用封筒作成費用、その他小売店通知郵便料等 

                           

(ｴ) 指定ごみ袋保管用倉庫増設費           7,161,000 円 

 

イ ごみ袋有料広告の募集 

   (ｱ) 有料広告の概要 

    a 広告掲載対象  燃やすごみ専用袋（大）      外袋 

    b 広告企画    縦 10ｃｍ×横 40ｃｍ   縦 10ｃｍ×横 20ｃｍ 

    c 印刷枚数    600,000 枚        40,000 枚 

    d 掲載料      60,000 円        12,000 円 

 

  （ｲ）広告掲出事業者 

    ａ 指定袋・本体  応募なし 

    ｂ 指定袋・外袋  応募なし 

 

９ クリーンデー 

年 5回市内全域で、道路・公園等の清掃活動を実施 

（令和6年度実績）                         （単位：ｔ） 

実 施 日 5/12 7/7 9/8 12/8 2/9 合 計 

可燃ごみ  21.96 12.95 14.55 23.48 7.53 80.47 

不燃ごみ 1.01 0.41 0.53 0.73 0.35 3.03 

粗大ごみ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

合計回収量 22.97 13.36 15.08 24.21 7.88 83.50 

 

10 し尿収集処理事業 

(1) し尿収集戸数                                             （単位：戸） 

年    度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

収集戸数 809 796 797 784 777 

 

(2) 地区別収集戸数                                                      （単位：戸） 

地区名 三田 三輪 広野 小野 高平 藍 本庄 計 

戸  数 86 129 133 50 96 183 100 777 

 

 



 

 

 

(3) し尿等処理実績                                                 （単位：kl） 

 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

し  尿 1,133 1,088 1,232 1,081 1,023 869 

浄化槽汚泥 9,088 8,763 8,286 7,412 7,958 7,795 

合  計 10,221 9,851 9,518 8,493 8,981 8,664 

汚泥処理比率（％） 88.9 89.0 87.1 87.3 88.6 90.0 

日平均処理量 33.7 34.9 31.0 28.4 30.0 35.5 

 

 (4) 水洗化切替戸数                                                  （単位：戸） 

 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

公 共 下 水 道 7 3 9 6 5 2 

特定環境保全下水 0 0 0 0 0 0 

農業集落排水処理 0 0 0 0 0 0 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ処理 0 0 0 0 0 0 

合併処理浄化槽 1 2 0 1 2 1 

合    計 8 5 9 7 7 3 

 

(5) 浄化槽清掃等許可業者名（令和6年4月～令和8年3月） 

許可番号 業   者   名 許可番号 業   者   名 

２ 菊水工業株式会社 １０ 株式会社北摂環境センター 

４ 兵神浄化有限会社 １１ 横山興業株式会社 

８ 株式会社ホカリ １２ 株式会社アークス 

 

(6) し尿処理手数料 

   し尿 （一    般）    50リットル毎に                    460円 

   し尿 （仮設便所）    上記の金額に、収集１回につき3,000円を加算 

      浄化槽汚泥等         1.8キロリットル毎に           3,800円 

 


